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　既に言及したように，１９６３年１０月 ，次期総選挙を闘う決意をしていたマクミランは急病で入院

し首相を辞任し，かわ ってマクミランの指名によっ て党内では予想外のヒューム（Ｓｉ． Ａｌ。。

　　　　　　　　　　６９）
Ｈｏｍ。）内閣が成立した。ヒューム内閣の下で大多数の閣僚は留任した。地域政策関連で注目さ

れるモードリング蔵相，ヘイルシャム枢密院議長兼科学相やノーフル（Ｒｔ　Ｈｏｎ　Ｍ・ｈ・ｅ１Ｎｏｂ１ｅ） ・

スコソトランド相は留任し，工ロール商相は動力相に，代わ ってヒースが国璽尚書から商相に異
　　７０）

動した 。

　ヒュームにとっ て政権に就いた瞬間から近づく総選挙が他の全ての諸問題に優先する政治課題

であ った。選挙キャンペーンの中では地域開発，成長及び失業が重要な位置を占めることが明ら

かになりつ ・あ った。この観点から ，政治経済学者＝パーソンズはヒースの商相就任は当然の選

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０５４）
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　　　　　　　　　７１）
択であ ったと評価した。ヒュームとは違 って ，比較的若く（４８歳）中問階級出身で指導的な近代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７２）
化主義者という評判を持ったヒースは，自身の肩書を産業貿易 ・地域開発相兼商相に変更した 。

この肩書の変更は，単に名目的なものに留まらず，経済政策の地域的局面を前面に押し出し，産

業立地 ・地方雇用政策の表現を明示的な地域的枠組に切り換える新しい期待の表示であ った。い

わは「地域担当大臣」としてヒースは初めて経済政策形成の中枢に位置することになり ，保守党

　　　　　　　　　　　　７３）
政策の「地域化」に蓬進した 。

　こうした中で，同年１１月 ，既に検討したセントラル ・スコットランド及び北東部の２つの白書

が公刊された。ヒースは，あの局地的失業問題を地域計画問題に組み替え，近代化と構造的革新

の命題を例証するために成長拠点及び地域主義という言葉を使用した。彼はこうした構想を宣伝

するために６３年末にウェールズ，イングランドの西部及び北東部を歴訪した。また，彼は，商務

省内の政策行政を成長拠点アプローチに向け直させつつ，北東部に関するヘイルシャム報告の方

針に沿 ってその他の地域に関する計画文書を作成するために省内に地域開発局（Ｒ．ｇ１ｏｎ．１Ｄ
．

ｖｅ１．ｐｍ．ｎｔ　Ｄ１ｖ。。。。ｎ）を ，政府計画の実施を調整する北東部開発クループ（Ｎｏ．ｔｈ－Ｅ．ｓｔ　ｄｅ．ｅｌｏｐｍｅｎｔ

ｇ．ｏｕｐ）を設置し，さらにはスコットランドの高失業区域にアメリカ企業を誘致するためにノー

ブル ・スコットランド相と緊密に連携した。こうして，ヒースはマクミラン政権末期に基礎が築

かれた地域政策の新たな方向，あるいは国内経済政策の「地域化」路線をヒューム政権期に実行

したリーダー であ った。そして，このことはヒースが１９６５年に党首選挙で勝利し７０年総選挙で政

権に就いた時に地域政策が後退しなか った背景である 。

　しかし，こうした地域政策の新方向に保守党内が一枚岩であ ったわけではない。すなわち ，ヒ

ースが総選挙の事前キャンペーンの一環として成長ゾーンや地域開発に対する政府の契約が如何

に確固としたものかを示すため全国を飛び回 っている最中の１９６４年４月 ，閣外に去 ったパウエル

が公然たる攻撃を開始し，こうした干渉主義的地域アプローチは保守党の諸原則を放棄するもの

だと政府を非難し，ヒースが熱心に追求してきた新地域政策に関する合意形成に最も辛辣な攻撃

　　　　７４）
を加えたのである 。

６９）当時の保守党には党首選出の公式機関を欠いており前党首が幹部下院議員や選挙区指導者等との慣

　例的：非公式協議を経て指名することになっ ていた。本命と見られていたバトラー（Ｒ．Ａ．Ｂｕｔ１ｅｒ）を

　忌避したマクミランによるヒューム指名に絡む党内の指導権争いで保守党の次世代のリーダーを担う

　４人組のメンバーと見られていた有力閣僚であ ったマクラウド（Ｉａｉｎ　Ｍａｃ１ｅｏｄ）とパウェル（Ｅｎｏｃｈ

　Ｐｏｗｅ１１）がヒュームヘの協力を拒否したことが総選挙に向けた党内結束に亀裂を持ち込んだといわ

　れる（残りの２人はモートリングとヒース）。（Ｐｍｔｏ－Ｄｕｓｃｈｍｓｋｙ
，ｏク〃
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　１５４　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

　Ｖ －１－３労働党政権第１年における１９６５年オフィス ・産業開発規制法の成１と『国家計画』

　　　　　の策定

　１９６４年１０月の任期満了に伴う総選挙は与野党議席差４議席（労働党３１７，保守党３０４，自由党９）

という僅差で労働党が１３年振りに政権に復帰した。しかし，綱渡りの政権維持を余儀なくされる

こうした条件の下では労働党独自の重要政策立法プログラムが遂行可能な基盤を形成していない

のは明白であ った（後に翌年の補欠選挙［レイトン／グレータ ・ロンドン１に敗れ２議席
易。

　同時に，第１次ウィルソン政権は当初からポンド危機に悩まされ，首相みずから拒否し続けた

平価切下げ（£１＝＄２ ．８０［〉＄２ ．４０）を４回に亙るポンド危機の再燃で結局余儀なくされた６７年１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６）月まで多少とも裁量的な経済政策運営がほとんと不可能な見通しの下にあ った。それにも拘らず ，

「ストソ プ・ コー循環」による低成長から脱却すべく新たな中期経済計画を準備する
。

　扱て，商相に就任したあのジェイは地域政策に関する行政執行権限をめぐりブラウン副首相兼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７７）経済相及びクロスマン（Ｒｔ　Ｈ・ｎ　Ｒ１・
ｈａ・ｄＣ・ｏ・・ｍ・ｎ）住宅 ・地方行政相と対立するが，首相とキャ

ラハン（Ｒｔ　Ｈｏｎ　Ｊａｍｅ・ Ｃａ１ｌａｇｈａｎ）蔵相（ジェイとともに青年時代にトォールトン商相の部下）の，２

人の選挙区（マージィサイド及びカー ディフ）を開発地区に指定することさえして強い支持を取り
　　　　　　７８）
付けて死守した 。

　ところで，ジェイ商相は前保守党政権が最期の２年問で示した地域政策の新たな方向，特に地

方分権化を伴う地域計画は次元の異なる経済計画と物的＝土地利用計画を統合するものとして拒

否し，またイングランド北部 ・スコットランド ・ウェールズの全域が労働党の主たる社会的地域

的支持基盤であるが故に比較的小さい区域に財政金融助成を集中する成長拠点戦略を政治的に許

容できないものとして放棄し戦後初期のアトリー労働党政権時代の開発区域政策（雇用政策とし

ての産業配置政策）の復活を狙った。こうしてジェイ商相が就任した最初の数カ月に取り組んだの

が約１６の新地区の再指定であり ，ＩＤＣ規制の強化とそれを特にロントンを標的にしたオフィス

開発規制へ拡大する「オフィス ・産業開発規制法案」の議会提出であ った。そしてさらにジェイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７９）は商務省所管の工業団地と企画工場の拡充を重視した

。

　ジェイ商相の下での地域政策の特質は，地域問失業率格差を解消するための雇用政策を重視し

そのために産業立地政策を活用するという枠組の下で財政金融的刺激という誘導手段（アメ）と

法令的立地制限という直接規制手段（ムチ）を強力に推進する点にあ った 。

　以下では，ウィルソン政権第１年の１９６５年におけるｒオフィス ・産業開発規制法」と中期経済

計画である『国家計画』を検討したい，と考える 。

７５）　Ｃｏｎ１ｅｙ
，ｏク６〃 ，ｐｐ９－１０ ，Ｂｕｔ１ｅｒ

，ｏ〃６〃 ，ｐｐ２０－１．２３

７６）ｃｆ ，Ｂｒ１ｔｔａｎ
，ｏ〃６〃 ，ｃｈａｐ８Ｔｈｒｅｅ Ｔｒａｕｍａｔ１ｃ Ｙｅａｒｓ　ＴｈｅＬａｂｏｕｒ Ｇｏｖｅｍｅｎｔ，１９６４ｔｏｔｈｅ１９６７

　Ｄ
ｅｖａ１ｕａｔ１ｏｎ

７７）ジェイ対クロスマン及びブラウンの対立は２つあ ったといわれる 。第１はニュータウンを「成長拠

　点」として助成対象とする是非について（特にジェイ対クロスマン）であり ，ジ ェイの見方はニュー

　タウンは繁栄区域であり特に雇用政策への配慮なしに都市計画の実験として扱われ過ぎているロンド

　ン周辺のニュータウンは全国的雇用政策の障害であり北部から南部への人口牽引を加速してきたとい

　う労働党の基本政策とも必ずしも一致しない「ニュータウン排除論」である 。（Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏ声６〃，ｐ

　２０６）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０５６）
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　　第２は経済省の地域責任の範囲をめぐる問題（特にジ ェイ対ブラウン）であ った。すなわち ，一方

　でヒース商相時代に設置された商務省地域開発局が計画責任とともに経済省に移管され（地域政策局

　と改称），それを担当したロジャーズ次官（Ｕｎｄｅｒ－ Ｓｅｃｒｅｔａｒｙｏｆ　Ｓｔａｔｅ，Ｗｉｌ１ｉａｍ　Ｒｏｄｇｅｒｓ，Ｅｓｑ
．，

Ｍ． Ｐ． ）

　は直ちに新しい「標準地域」（１１経済計画地域）の指定に基づく地域毎の地域計画機構の設立に精力

　的に行動した。しかし，経済省の行政執行権限をめぐる中央省庁（特に商務省や大蔵省）や地方行政

　府との確執により ，ブラウン経済相は妥協し設立された地域経済計画局（経済省の地方局）と地域経

　済計画審議会（地元行政機関，商工業，労働組合，学識経験者，農業の代表者で構成）は既存の地域

　行政委員会に代替せず追加的な調整機関になっ たにすぎなか った。（Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏク泓，ｐｐ
－２０７ －９）

７８）　Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏク６北， ｐｐ
．２０６ －７

７９）　Ｐａｒｓｏｎｓ，ｏ声６批， ｐｐ．２０３ －６

　１９６５年オフィス ・産業開発法の基本的性格と特徴　　労働党にとっ て新規の工場及ぴオフィス

規制は１９６４年１０月総選挙における公約であ った。この総選挙での労働党の選挙公約（Ｌ．ｂｏｕ．

Ｍ．ｍｆｅ．ｔｏ１９６４［Ｌ．ｔ
’。 Ｇｏｗ１ｔｈＬ．ｂ．ｕ．ｆｏ．ｔｈ．Ｎ．ｗＢ。。ｔ．ｍ１）の「第２部新しいイキリスを計画する

／Ａ．現代経済／３．地域のための計画」の中で次のように述べている 。

　　 「これら３国民（ｔｈｅｓｅ　ｔｈｒｅｅ　ｎａｔｉｏｎｓ［スコットランド，ウェールズ及び北アイルランドを指す＜引用者

　註〉１）のために，イングランド自身の諸地域に関する限り ，新しい工場及びオフィスの立地に対する規制 ，

　産業衰退区域への企業の移転促進，必要性が証明された処での新しい公企業の設立～これら全ての措置が

　現在の南部への移動を抑制し，またその他の地域の衰退しつつある経済を強化するために必要とされるで
　　　８０）
　あろう 。」

　ウィルソンによる組閣（１０月１６日）の翌月に『オフィス白書』が公表され，２ヵ月後の６４年１２

月２１日 ，オフィス ・産業開発規制法案は議会に提出された。第１読会での法案賛同者に首相 ・副

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８１）
首相等５名の閣僚が名を連ねた重要法案であ った 。

　１１月７日付けの『エコノミスト』誌は「ロンドン ・オフィス（建設）を完全停止」（Ｆｕ１１Ｓｔ．ｐ

ｆｏ． Ｌ．ｎｄｏｎ　Ｏ舶。。。）という見出しを付けた記事でロンドンのオフィス問題と規制立法の狙いを要

旨以下のように鋭く解説した 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§２）
　ロンドン都行政府（Ｌｏｎｄｏｎ　Ｃｏｕｎｔｙ　Ｃｏｕｎ．１１）はオフィス棟がロントンにますます殺到する予感

に強い嫌悪の念を抱いてきたが，計画許可の合法的要求を拒絶した場合の１平方フィート当り約

１０ポンドの補償金支払いをそれ以上に嫌悪してきた。だからオフィス棟は建設されてきた。新し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§２）
いクレータ ・ロントン行政府（Ｇ．ｅ．ｔ。。 Ｌ．ｎｄｏｎ　Ｃｏｕｎ．１１）は今後このような心痛に遭わなくて済む

であろう 。首都圏で予定されたあらゆる新オフィスは計画許可のほかに商務省のオフィス開発許

可証（ｏ舶。。 ｄｅ。。１ｏｐｍｅ．ｔ　ｐｅｍ１ｔ）を必要とし ，それが拒絶されれは補償問題もなくなるのだ。規

制は特にグレータ ・ロンドン区域で厳しく ，中でもセントラル ・ロンドンが最も厳しくなろう 。

この問題の規準は，１９６２年末時点でのセントラル ・ロンドンにおけるオフィス床面積が，リヴァ

プールやマンチ ェスターのそれぞれ１０００万平方フィート以下と比べてみて，約１億１５００万平方フ

ィートであるという点にある 。しかも ，ロンドン集合都市内で既得利用権（表Ｗ －３を参昭）によ

る再開発 ・多様な土地利用制度 ・タウンセンター 再開発による６０００万平方フィート（新オフィス

雇用４０万人［そのうちセントラル ・ロンドンで１７万人以上１を創造）の開発が見込まれている 。これま

でのオフィス立地局による分散化奨励策は過密を緩和するのに役立つが，新オフィス禁止立法を

求めているロントン地域計画常設協議会（出。Ｓｔ．ｎｄｍｇ　Ｃ．ｎｆ。。。ｎ。。。ｆ　Ｌｏｎｄｏｎ　Ｒ．ｇ１．ｎ．１Ｐ１．ｍｍｇ）が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０５７）
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指摘したように，単に新しい入居者に代わるだけで中央区域の既存オフィスの減少に繋らず ロン

ドン地域の総オフィス雇用の増加をもたらしたのである 。そして（同誌は），グレータ ・ロンドン

区域内で建設中のオフィス床面積の詳細を列記し，また新オフィス立法によりビル賃貸料の騰貴

を予想し，さらにヒシネスと政府にかかる事態に直面した背景を想起するよう注意を喚起し，政
　　　　　　　　　　　　　　　　　８３）
府に政府機構分散化計画の推進を促した 。

　オフィス ・産業開発規制法案は，翌６５年２月１日の第２読会 ・常任委員会付託，１５回に亙る常

任委員会審議を経て４月１４日の報告段階 ・第３読会審議〔＞法案通過，７月１５日に上院より回付さ

れた修正案審議 ・修正案を含む法案成立，８月５日勅裁 ・施行という過程を歩んだ。ここでは ，

１７時問余＝３３５コラム（ぺ 一ジ）に及ぶ法案審議に関する下院本会議議事録から１３年振りに攻守処

を変えた与野党論争を簡潔に要約し，この立法の基本的性格と特徴を浮き彫りにしたい 。

　法案の基本原則を審議する第２読会は５時問近くを要した。その冒頭にジェイ商相が法案の提

案理由，基本的な目的と内容や緊急性を説明した。彼は，先ず第１に最近１０年におけるグレー

タ・ ロンドン及ぴ南東部への人口過集積と最近５年問のセントラル ・ロンドンでのオフィス ・フ

ームと雇用の法外な増加，その対極にある北部及ひ西部の過疎化の加速的進行という地域間不均

衡を強調し，第２に今や耐え難いロンドンの過密を抑制することによっ てこうした矛盾から脱却

すべきであるという観点から法案は提出されたこと ，第３にこの法案は南東部の最も過密な地区

でのオフィス建設の実質的停止という短期的メリ ソトとオフィス雇用を抑制して建設労働力と土

地を住宅用に解放する長期的メリ ソトがあるとし，上記の『エコノミスト』誌よりも最新のオフ

ィス 事情（６４年１１月調査時点のセントラル ・ロンドンのオフィス延床面積１億２４００万平方フィート／現行

法による認可済 ・未着エオフィス延床面積２５００万平方フィート＝１７万人の追加雇用創造）を提示し，オフ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８４）
イス規制の緊急性（規制遡及の根拠）を訴えた 。

　ジェイは，そうした認識の上にた って，¢グレータ ・ロンドン及び首都圏外縁区域（チャリン

グ　クロスからグレータ ・ロントン外の約４０マイルの外周区域）を指定規制対象とし，その他は議会手

続きを受けた法令手段（行政令）により規制対象として指定する ，　遡及期日は６４年１１月５日と

する ，　免除限度は２５００平方フィートとする（政府原案），＠免除限度を超えるオフィス開発に

はオフィス開発許可証取得を義務付けるという規制基準を提起し，同法の運用上はイ）首都圏地

域内でも絶対的禁止ではなく特定オフィス活動の非代替性と公共の利益の観点からの許可があり

うる ，口）中央 ・地方政府の公共事業計画にも適用するとし，さらに　開発申請者は都市 ・農村

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８５）
計画法の第３別表権（既得利用権）は放棄することになる ，と説明した 。

　続いて，ジェイは法案第２部のＩＤＣ規制基準の最小限度の変更権限を商務省に付与する改正

案を説明した。それは，１９６３年のＩＤＣ規制の実態によれは，ミソ ドランズや南東部等の大部分

の過密区域における工業用床面積は現行規制基準の５０００平方フィート以下であり ，規制が骨抜き

になっ ているという理由による 。この免除限度を１０００平方フィート未満とし，法案が成立した時

には議会承認手続き（行政令）により運用し，ロンドンや南東部 ・東部 ・ミソ ドランス地域は

１０００平方フィート以上，その他は５０００平方フィート以上を規制対象として提案をする ，というも
　　　　８６）
のであ った 。

　ジェイ商相のこうした法案説明に対して先ず野党＝保守党を代表して批判討論に立 ったのは首

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０５８）
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都圏外縁区域を選挙区とするホール（Ｊｏｈｎ　Ｈ
ａ１１ ：ワイクーム／バッ キンガム州）である 。彼は初めに ，

ロンドンの新オフィス増加はシティ及び首都圏区域全体にとっ て恐るべき交通 ・住宅問題を創り

だしており ，その増加率を抑制しオフィスをロンドン全体さらにはるか遠方にうまく配置されな

ければならないというのは共通の合意事項であ ったと前置きした上で，重大な不一致の余地があ

るのは特定区域の成長を抑制しその他区域の成長を振興する政策を有効ならしめるために選択す
　　　　　　　　８７）
る手段にあるとして，要旨以下の批判的論点を提起した 。

　第１ ，オフィス開発許可証導入の着想は新しいものではなく６３年２月のロントン白書（前稿で

既に検討した）は３点の理由を挙げてこの着想を拒絶し，６３年１０月に設置されたオフィス立地局

はロンドンからのオフィス移転に成果を発揮し始め，また政府本庁職員約５万人のインナー・ 口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８８）
ンドンからの移動を含むフレミング報告（ｔｈ．ＦｌｅｍｉｎｇＲ．ｐｏれ）の勧告を追求すべきであるにも拘

らず，オフィス自書と法案は建築契約ラ ソシュ 等， 既に多くの混沌と混乱を創り出し当分オフィ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８９）
ス建設の明自な減少はないという事態を引き起こした 。

　第２ ，法案は計画許可の棚上げまたは否認の際の補償責任を除去しているが，それはグレー

タ・ ロンドンだけで２億７０００万ポンドに上り ，政府は避けられない不公正と困難を最小に限定す
　　　　　　　　　　　　　９０）
る義務から免れるものではない 。

　第３ ，ロンドン ，特にシティ（ｔｈ．Ｃｉｔｙ．ｆ　Ｌｏｎｄ．ｎ）の国際金融商業都市としての重要性を減殺

させるのは政府の意図ではないと思うが，未開発の被爆地域（第２次大戦中のドイツ軍の空襲による

＜筆者註〉）や老朽建築を刷新するシティ開発計画を継続させるのかどうか懸念され，また大きな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９１）
国際機関のオフィスが他のヨーロッパ諸国に置かれるのを望むものではない 。

　第４ ，７年を時限措置というのは問題であるが，その期間中におけるＯＤＰの付かないオフィ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９２）
ス用地を強制収用する際の評価額低下は補償すべきである 。

　そして，最後に，ホールは，法案の目的は十分に評価し同調するけれども ，実際は逆効果であ

りオフィス賃貸料は騰貴し交通 ・住宅問題を解決できないし，法案は「成長よ止まれ！」と言 っ

てロンドンの成長の現実的問題に対処するようなものであり ，それは「親が子供に今着ている衣

を脱いで生長するのを止めようとする絶望の叫び」のように聞こえる ，賛否は保留するとして３０

　　　　　　　　　　９３）
分程の長い発言を終えた 。

　その後の与野党論争（政府席を除き保守党５名，労働党５名，自由党１名が発言）はジェイ＝ホール

の論点を中心にして展開された。すなわち ，与党＝労働党およひ自由党の議員は法案に基本的に

賛成し野党＝保守党議員は法案の賛否を保留しつつ批判的論点提起を行なうというものであり ，

多くの発言は法案の影響を直接受ける選挙区の議員によるものであ った。その中で，特に止目す

べき発言のみを摘記しておきたい 。

　¢法案は典型的な社会主義的計画であり ，大企業の立退き後数百のオフィス ・スラムができ

シティの被爆空地（荒廃地）を思い浮かばせるのが社会主義政党が約束した現代イギリスのビジ

ョンなのか，私は社会王義的規制のモニュメントとして荒廃地を残すべきではないと考える ・一

定率の居住施設を付帯条件にオフィスを認める立法が正しい道である 。ある種の補償は必要であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９４）
る。（保守党 ＝八コステイン：フォルクストーン＆ハイズ／ケント州）　法案を歓迎するが，遺憾な

点もある 。すなわち，その重要な点はイ）商務省が必要であれば規制権限をグレート ・ブリテン

のどの区域にも拡大できること ，口）法案の最悪の局面として訴訟権問題があるが，計画許可が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０５９）
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授与され用地取得済の場合には訴訟権は認めるべきと確信する 。（自由党 ＝Ｐ．ベッ セル ：ボ ッドミン

　　　　　　　９５）
／コーンゥォール州）　グレータ ・ロンドンにおける投機的オフィス開発と過密は前保守党政権

が１９６３年まで何もしてこなか った失敗の責任であり補償問題を取り上げる資格はない，またオフ

ィス立地局は移転企業調査を実施し侯補企業と交渉しているが移転後の空き施設がオフィス用に

なるのを防止していないので何も寄与していない。（労働党＝Ｒ．フリーソン： ウィルズデン／ミドルセ
　　　９６）
ツクス州）

　そして保守党の討論を締め括 ったのは，首都圏外縁区域でロンドンの西に位置するレディング

選出のエメリー（Ｍ土Ｐ　Ｅｍ。。ｙ）であ った。彼の発言で指摘すべきは，以下の諸点である。¢法

案の背景にある理念は正しいと信じるが最初から終りまで規制以外に何もない法案である，　

７年という時限期間の短縮を要求する，　オフィス規制の遡及規定に関わる無補償原則は不公

正であり委員会段階で補償の可能性を検討する ，＠法案第２部の特別権限は「権限のための権

限」であり不要である，＠第２読会では投票採決を求めないが，委員会段階で野党は多くの修
　　　　　　　　　９７）
正を迫るつもりである 。

　これを受けて，商務副大臣のターリング（Ｍ土Ｇ。。。ｇ． Ｄ。。１ｍｇ　Ｍｍ１．ｔ。。。ｆＳｔ．ｔ。，Ｂｏ。。ｄ．ｆＴ。。
ｄ。）

が政府側総括発言を行な ったが，論点整理とジェイ商相の提案理由の延長線上で前政権の責任を

厳しく批判し法案成立への強い決意を表明し，委員会で検討すべき若干の問題（セントラル ・ロン

ドンから首都圏地域へのオフィス移転問題の取り扱いや床面積の算定基準等）を指摘したに留まっ た。

これにホールやエメリー等保守党議員からの反論が繰り返されたが，投票採決ナシで委員会付託
　　　　９８）
を決定した 。

　オフィス ・産業開発規制法案は１５回（１５日）にも及ぶ常任委員会審議を経て，第２読会２ヵ月

半後の４月１４日に下院本会議審議（報告段階及び第３読会）にかけられた。与野党議席僅差という

薄氷を踏む思いの議会運営を余儀なくされているウィルソン政権は委員会段階で基本的内容を変

更しない限りで法案修正に応じ，また逆に法案の不備を補強する修正案（この場合の議会手続きは

多少複雑であるが省略）を提出した。１０時問半の深夜に及ぶ報告段階審議はこれに決着を付けるも

のであ った。ここでは主要な修正案のみを摘記しておきたい 。

　第１は，政府提案の１９６２年都市 ・農村計画法第１３２条における「購入通知」（Ｐｕ。。ｈ。。。 Ｎ．ｔｉ。。）

に関する修正 ・追加新条項（成立法第１２条／計画行政当局の補償免責規定［表Ｖ －７の本則要旨（６）を参

照１）である 。この新条項は，ジェイ商相の説明によれば，計画当局がオフィス開発を不許可ま

たは条件付き（申請内容の変更等）許可にした場合に現行法では土地所有者が開発予定地を当局に

購入請求を通知できることになっ ているが，当初法案ではなお補償請求の意図せさる抜け道が残

っており非補償原則の時限立法として完壁を期すために提案されたものである。この新提案に対

しては，委員会段階で補償の側面を含む修正案を起草していたホールやエメリーを初め多くの保

守党議員は「法案は不公正」「補償に関する方法全体に反対」「適法な費用の補償要求」等猛反発

しつつも ，補償を受け入れるわずかの部分があるので投票採決に持ち込むことはできない（エメ
　　　　　　　　　　　　　　９９）
リー）と表明し，結局，成立した 。

　第２は保守党（エメリー）提案の工場団地に関する修正 ・追加新条項であり ，商務省に同省の

指示に従 って民問の公認デベロッパ ー（。ｐｐ．ｏ。。ｄ　ｄ。。。１．ｐｅ。。）に企画工場団地を建設するＩＤＣを

授与する権限を付与するものである。これは，法案第２部第１６条（工業用床面積の免除限度の変更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６０）
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表Ｖ －７　１９６５年オフィス ・産業開発規制法の概要

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本法の正式名称】

　土地開発がオフィス用土地建物に関する限りにおいて当該開発に（首都圏地域の土地の場合には遡及効果を有す）ヨリ

ー層の制限を課し，産業開発に関して１９６２年都市 ・農村計画法第３９条によりイングランド及びウェールズに ，また１９６０年

地方雇用法第１９条によりスコットランドに付与された免除限度を修正し，さらにそれらの諸事項に関連する目的のために

定める法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【本則（全２６条）要旨】

（１）１９６５年８月５日に勅裁を得て施行され北アイルランドには効力が及ばない本法の目的は，○オフィス用土地建物に

　　関連する開発を規制し（首都圏地域では遡及効果をもつ），かつ　産業開発許可証を必要としない産業開発に対する

　　免除限度を行政令により変更可能にすることである 。

（２）　オフィス開発に関係し１９６４年１１月に刊行された『オフィス』と題する白書に略述された諸提案を実施する本法第１

　　部（「オフィス開発」）は，本法成立日を始点として７年問で失効する時限的なものである（第１８条）。 首都圏地域

　　（第１６条に規定）または行政令で指定するグレート ・ブリテンのその他の区域におけるオフィス開発計画の許可は ，

　　商務省が発行するオフィス開発許可証（ｏｆ６ｃｅ　ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　ｐｅｍｉｔ）（第１条）により認可されなければ，得られない

　　ものとする 。しかし，関連開発を含むオフィス床面積が３０００平方フィート（２７９ｍ２）の限度または行政令（第２条）

　　で定めた１０００平方フィート（９３ｍ２）を越えない面積の開発を免除する 。

　　【第１条】　オフィス開発許可証を必要とする開発～（１）本法第１部は次の事項から構成するまたは含むあらゆる土地

　　　　開発に適用する 。（・）オフィス用土地建物を含むビルの建設，または（ｂ）オフィス用土地建物への追加または用地

　　　　転換によるビルの拡張または変更，或は（・）非オフィス用土地建物のオフィス用土地建物への用途変更。（２〕本法

　　　　第１部が適用される区域は次のとおりである 。（・）首都圏地域，（ｂ）差し当り ，商務省の行政令（ｏｒｄｅｒ）により指

　　　　定される首都圏地域外のグレート ・ブリテンの区域。（３）本法第１部の次の諸規定を条件として，本法第１部が適

　　　　用される区域における土地開発の計画許可を得るための地方計画当局への申請は，当該開発に関するオフィス開

　　　　発許可証が商務省より発行され，しかもその許可証の写しが申請書とともに添付され地方計画当局に提出されな

　　　　ければ効力を有しない。（４）オフィス開発許可証の発行または保留する裁量を行使するに当 って ，商務省はグレー

　　　　ト ・ブリテンにおけるヨリ良好な雇用配置を促進する必要性に特別に配慮しなければならない。（「憲章条項」と

　　　　呼ばれた）

（３）遡及効果は，次の方法で，首都圏地域における規制に付与される（第３条）。 すなわち ，

　　¢首都圏地域のオフィス開発計画の許可申請が本法成止同１ｊに提出されたが計画許可が授与されていない場合，オフィ

　　　 ス開発許可証が申請を遂行するのに必要とされる 。

　　　グレータ　 ロント！ では，本法成止同■』に新規のピルまたは拡張において３０００平方以上のオフィス床面積を創りだす

　　　開発に対して与えられた計画許可は，その許可が１９６４年１１月５日以前に取得されかつビルが建設されるかまたは建

　　　築契約がその日付以前に行なわれたのでなければ，棚上げとする 。

　　　本法成止目１』に，グレータ　 ロ！トンにおける既設の土地　建物の用途変更，または首都圏外縁区域（グレータ　 ロ

　　　 ンドン外のチャリング ・クロスから約４０マイルの区域）での３０００平方フィート以上のオフィス床面積を創りだす開

　　　発に対して授与されたあらゆる計画許可は，それが１９６４年１１月５日以前に授与されたものでなければ棚上げとする 。

（４）開発計画許可が棚上げされた場合，関連オフィス開発許可証が発行された時には再度有効となる 。（第４条）

（５）産業 ・オフィスの混合開発は，本法第１部及び１９６２年都市 ・農村計画法第３８条及び第３９条の要件に従わなければな

　　らないが，１９６４年１１月５日以前に産業開発許可証が発行され計画許可が授与されたグレータ ・ロンドンでの混合開発

　　は新規規制から除外される 。（第５条）

（６）土地開発（オフィスビル建設）計画申請に対して地方行政当局（州ボローまたは州郡）が不許可処分または条件付

　　き許可を行なっ た際に，地主等が「合理的に有益な土地利用ができない」等を理由として当局に対して開発予定地の

　　購入講求を通知（購入通知）した場合，所管大臣（住宅 ・地方行政相）は購入通知の受理（適切と判断した場合にお

　　ける開発許可を授与を含む）に関する裁量権をもつことになっ た。

　　　適用対象は，¢首都圏地域の土地に関しては１９６４年１１月５日以後の購入通知とし，　首都圏地域外の本法適用地

　　域の土地に関しては本法成立後の購入通知とする（計画行政当局の補償免責規定）。（第１２条）

（７）本法の第２部（「産業開発」）は，商務省が１９６２年都市 ・農村計画法第３９条第１項による産業開発許可証を必要とし

　　ない工業用床面積の免除限度（当初，５０００平方フィート［４９５ｍ２１）を行政令により変更できるものとし，さらに産業

　　開発の免除限度のための関連開発の定義を本法第１部によるオフィス開発のそれに一致させるために１９６２年都市 ・農

　　村計画法第３９条を修正するものである（免除限度１０００平方フィート［９３ｍ２１未満）（第１９条）。

（８）行政令は議会提出翌日より効力を有し，その承認手続［ａ伍ｍａｔｌｖｅ　Ｒｅｓｏ１ｕｔｍ１を必要とする（第２３条）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【別　表】

《別表１　第９条による施行通知（グレータ ・ロンドンにおける土地に関する［本法関連条項の１施行通知）に対する訴

　訟の特別事由》

《別表２　グレータ ・ロンドン外の首都圏地域》

《別表３　１９６２年都市 ・農村計画法第３９条の修正》

資料）Ｂｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈ ｓ　Ｌｅｇａ１Ｅｄｉｔｏｒｉａ１ｓｔａ伍（ｅｄ．）（１９６６），Ｈｏ肋〃びき８肋〃伽げ〃ｇＺｏ〃４２ｎｄ　ｅｄ．， Ｖｏ１．４５（１９６５） ，Ｂｕｔｔｅｒ －

　　ｗｏｒｔｈ＆Ｃｏ， ｐｐ１５７１－１６００，より作成 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６１）



　１６０　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

権限〈成立法第１９条〉）によりジェイ商相が明らかにしたロントンを含む南東部，東部及ぴミソ ド

ランズ地域（当時の地域区分）における１０００平方フィート以上の工場建設に対してＩＤＣ取得を義

務付ける計画を事実上修正する意図で，これらの地域で小工場等の工業開発が可能となる制度創

設を狙って委員会段階で関係保守党議員が繰り返し主張したものである 。この提案に対して，政

府（ダーリング商務副大臣）はこの権限は既存権限の一部であり不要であるという立場に立ち，ま

た保守党の中からも異論や撤回要求（Ｊフルーイスキャロウェイ／スコソ トラント ，Ａ　Ｒワイスラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００）
グビイ／ウォリッ クシャー）が提起され，投票採決ナシに否決された 。

　第３は，オフィス規制権限が適用される地域空間を明確化するために「首都圏地域」に代わ っ

て「首都圏オフィス地域」（ｍｅｔ．ｏｐｏ１１ｔａｎｏ舶。ｅ．ｅｇ１ｏｎ）を挿入し同時に時限的性格をも明示しよう

として投票採決に付された保守党：テンプル（Ｍ土Ｊｏｈｎ Ｔｅｍｐ１・ チェスター／チ ェシャー）提案の法

案第１条修正案である 。既に法案の施行期問短縮修正案が委員会段階で否決され，保守党が投票
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０１）
採決を試みた唯一の修正案である 。しかし，投票結果は，賛成９７票，反対１２３票であ った 。

　この修正案を除いて，保守党：ホールが委員会段階で法案の目的と精神を定める「憲章条項」

（Ｃｈａ．ｔｅ． Ｃ１．ｕ．ｅ）と呼んだ法案第１条に関する１４本の修正案（多くは特定地域 ・地区や特定分野［公

共建築物等１を規制対象から除外する修正案）が保守党議員から提出され６時間近い論議が行なわれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０２）
たが，投票採決ナシに否決されるか撤回された 。

　法案第２条（オフィス床面積に関する免除限度）に関して，委員会段階でのジェイ商相の建て替

え許可拒否権の主張に対抗して保守党＝ペイジ（Ｍ土Ｇ。。ｈ．ｍ　Ｐ
．ｇ。 クロスヒィ／マージィサイド）

が「１９６４年１１月５日現在で存在するオフィスの同一用地での建て替えは，容積１０％増を越えない

限り」ＯＤＰを要求されないというマクミラン政権下の１９６３年都市 ・農村計画法で廃止された既
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０３）
得利用権の復活を含む法案骨抜きを図る修正案を提出したが否決された。他方で，ジ ェイ商相は

オフィス規制免除限度に関する床面積の算定基準に関する委員会討論を踏まえ純床面積ではなく

延床面積（９・…Ｈｏｏ・・ｐ…）という概念を採用することとし，原案の２５００平方フィートを３０００平

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０４）
方フィートに変更する修正案を提出し与野党合意で成立した 。

　その他の条項について与野党合意により成立した保守党の検討要請を含む政府提出の若干の修

正案や否決ないし撤回された保守党修正案があるが，法案の基本的目的や性格を変更するもので
　　　　　　　　１０５）
はないので省略する 。

　法案審議は第３読会に移行した。保守党＝エメリー が， 野党として以下のような総括発言で締

め括 った。我々は南東部への人口移動を制限すべきであるとする現政府の希望を原則として受け

入れるものである 。この観点からは法案を歓迎するが，多くの改善すべき弱点があると確信する 。

それは，¢規制による補償がないこと ，　「店舗 ・オフィス ・鉄道敷地法」による申請を処理

する条項がないこと ，　商務省決定に対する訴訟手続規定がないこと ，＠計画許可が拒絶され

た場合の事由開示条項がないこと ，さらに　法案第２部に関しては，これを厳格に適用すれば

多くの産業近代化と小企業の成長の息を止め，小規模工業団地の制限は止めるべきである，と確

信する 。結論として，私は同僚議員に法案に反対する投票採決をしないよう勧めるものである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０６）
　こうして，記名投票採決ナシで第３読会を通過し，上院に送付された 。

上院議会は，下院法案に１０項目の修正を加えて下院に回付した。７月１５日 ，下院本会議は上院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６２）



　　　　　　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（６）一 ２（若林）　　　　　　　　　　　１６１

修正法案を審議した。政府はすべての上院修正案を受け入れて法案は投票採決ナシで成立した 。

その中で指摘すべき次の点である 。すなわち，上院保守党議員グルー プが提案した法案第２条の

オフィス開発規制基準として議会の承認手続きを経た商務省の行政令で「１０００平方フィート以上

３０００平方フィート未満または以上」を指定可能とする修正条項である 。これには保守党下院議員
　　　　　　　　　　　　　　　１０７）
が驚悟したのであるが，成立した。これ以外で指摘すべき修正案は，精々 ，上院第７修正案（新
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０８）
条項～行政通知の送達方法〈成立法第１３条〉）及び同第８修正案（新条項～年次報告＜成立法第１４条〉）で

　　１０９）

あろう 。

　こうして成立した１９６５年オフィス ・産業開発規制法におけるオフィス ・工場立地規制は元来 ，

ネガティヴ ・コントロール（ｎ．ｇ．ｔｉ。。。ｏｎｔ．Ｏ１）：「負の規制」と呼ばれ，それ自体としては積極

的に立地誘導する誘因に欠けていると思われる 。

　すなわち，先ず民問企業にとっ て工場の当初の建設予定地が否認された場合，その企業は¢

成長と雇用増をもたらす立地を断念するか，　規制区域外の次善の立地選択をするか，助成対

象である開発地区（区域）に立地するか，　外国直接投資をするか，という３つの選択肢が残さ

れるが，労働党政府なかでもジェイ商相初め商務省首脳は立地規制の強化と開発地区における刺
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１０）
激誘因の結合が最も強力な立地影響力を持つと考えたのであろう 。しかし，特に都市型の中小零

細工場を開発地区に移転 ・誘致するのは，保守党が主張したように，極めて困難であろう 。

　次に，ロンドン ，特にセントラル ・ロントンに立地する研究開発機能を含む中枢管理機能をも

つオフィスを辺境地域の開発地区に移転する動機は著しく乏しい。それにも拘らずオフィス立地

規制を新設したのは，ロンドン区域における過密状態の深刻化の最大の原因をオフィス立地の急

増と見傲し，しかもランドルが指摘するように，労働党の発想の中にオフィス労働を「非生産
　　　　　　　１１１）
的」と考える曲解があ ったように思われる 。

　こうして，既に指摘してきたように，１９６６年にはＩＤＣ規制による産業開発（工場立地）否認率

はピークに達する 。オフィス規制は項を改めて検討するが，長期的に見て，ロンドンからのオフ

ィス移転がスコットランド，ウェールズや北東イングランドなどの遠隔地を指向するとは到底想

定できないのは明白であろう 。（オフィス規制によるオフィス移転の長期的趨勢の分析は本章の末尾で果

たす予定である）

８０）ＦＷＳＣｒａ１ｇ（ｃｏｍｐ＆ ｅｄ）（１９９０） ，Ｂｒ伽んＧ舳舳Ｚ〃舳ｏ〃 〃舳伽¢０３ １９５Ｈ９８スＰａｒ１１ａｍｅｎ

　ｔａｒｙ　Ｒｅｓｅａｒｃ
ｈ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ ，３ｒｄ　ｅｄ

．，
ｐ． ４９

８１）Ｐｏブ伽舳伽びＤ３６倣５（Ｈｏ舳〃）（１９６４－６５） ，５ｔｈ　Ｓｅｒ１ｅｓ，Ｖｏ１７０４，Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃ
ｏｍｍｏｎｓ，ＨＭＳＯ

，

　ｃｏ１，８６９

８２）行政用語としてのＣｏｍｃｌ１は適訳語のない厄介な言葉である 。Ｌｏｎｄｏｎ　Ｃｏｕｎｔｙ　Ｃｏｍｃ１ｌをロントン

　都行政府と表記したのは都は首都州（東只都の都に相当）の意味で，行政府はイギリスでは議会議員

　選挙で過半数を構成した政党のリーダー が議長（＝首長）となり行政府を組織し（首長の直接選挙制

　度はない），Ｃｏｕｎｃｌ１は立法　行政両機能を持 っているので，議会という表記は誤解を招くと思われ ，

　行政府という表記がヨリ妥当であると思われるからである 。因に ，１９６３年 ロンドン行政法（Ｔｈｅ

　Ｌｏｎｄｏｎ　Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ　Ａｃｔ　ｏｆ１９６３）の施行（１９６５年）により ，ロントン都行政府初め２８の首都圏ボロ

　ー行政府等の周辺行政区域がグレータ　 ロントン行政府に統合された。（Ｃｕ１１ｍｇｗｏ汽ｈ，ｏｐ　ｃ１ｔ ，ｐｐ

　４４－５ｃｆ ，Ｃｅｎ位ａ１Ｏ冊ｃｅ　ｏｆ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ１ｏｎ（１９８６），Ｂ〃〃〃１９８６Ａ〃Ｃ晩舳ＺＨ伽肋ｏｏ是，ＨＭ１ＳＯ，ＰＰ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６３）



１６２　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

　　　　６１－７［Ｌｏｃａ１Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ１ ，Ａ　Ｈ　Ｂ１ｒｃｈ（１９９１） ，丁加ル伽ん的肋〃 ザＧｏ閉閉舳〃
，Ｒｏｕｔ１ｅｄｇｅ

，ｐｐ

　　　　１９６－２０９［１４Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔ　ａｔ　ｔｈｅ　Ｌｏｃａ１Ｌｅｖｅ１１）

　８３）　丁加１１；６０〃ｏ舳功，Ｎｏｖ１７．１９６４，ｐｐ６１６－７（Ｆｕ１ｌ　Ｓｔｏｐ　ｆｏｒ　Ｌｏｎｄｏｎ　Ｏ舶ｃｅｓ）

８４）Ｐ〃Ｚ２舳６肋びＤ助〃３５（Ｈ”郷〃３）（１９６４－６５） ，５ｔｈ　Ｓ
ｅｒｌｅｓ，Ｖｏ１７０５，Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃｏｍｍｏｎｓ　ＨＭＳＯ

，

　　　　ｃｏ１ｓ．７３３－７

　８５）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ ７３７－４２

　８６）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ ７４２ －４

　８７）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ ７４４ －５

８８）未公刊のフレミング報告（１９６３年）における政府本庁職員の移動勧告の内容について諸説が必ず

　　　　しも一致しない。カリングワースはセントラル ・ロンドンから約１８ ，ＯＯＯ人という数字を上げ（但し６２

　　　　年には既に約２５ ，０００人がロンドン外に移動を済ませ追加７０００人の移動計画があ ったとし，この計画の

　　　　再検討の結果がフレミング報告であ ったと説明している）（Ｃｕ１１ｍｇｗｏ廿ｈ
，ｏク６〃 ，ｐ４３），ローは２

　　　　万人のロンドン区域外への分散を勧告したと指摘している（Ｌａｗ，ｏ
〃． ６批 ，ｐ

．１９８）。

　８９）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ〃６〃 ，ｃｏ１ｓ７４５ －９

９０）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏｌｓ ７４９ ．５０

　９１）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ戸６〃

，ｃｏ１ｓ ７５０ －１

９２）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ ７５２

９３）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ ７５３ －５

９４）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ ７６６ －７２

９５）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク６〃
，ｃｏ１ｓ ７７８ －８２

９６）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ〃６〃

，ｃｏ１ｓ ７８２ －９１

９７）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ ７９４ －８０７

９８）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ〃６〃

，ｃｏ１ｓ ８０７ －２２

９９）戸〃伽倣伽びＤ３６ｏ娩（Ｈｏ郷〃ビ）（１９６４－６５） ，５ｔｈ　Ｓ
ｅｒ１ｅｓ，Ｖｏ１７１０，Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃ

ｏｍｍｏｎｓ，ＨＭＳＯ
，

　　　 ｃｏｌｓ．１４１８－３６

１００）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃 ，ｃｏ１ｓ１４４１－ ６１

１０１）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏ〃６〃

，ｃｏ１ｓ１４６１－ ７２

１０２）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃 ，ｃｏｌｓ１４７１－１５８３

１０３）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃 ，ｃｏ１ｓ１５８３－８

１０４）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃 ，ｃｏＩｓ１５８８－９

１０５）　 ｃｆ ，Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃 ，ｃｏ１ｓ１５８９－１６１５

１０６）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａＷ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ１６２０－２

１０７）Ｐ〃Ｚ刎伽肋びＤ６６倣３（Ｈｏ郷〃４）（１９６４－６５） ，５ｔｈ　Ｓｅｒ１ｅｓ，Ｖｏ１７１６，Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃ
ｏｍｍｏｎｓ，ＨＭＳＯ

，

　　　 ｃｏ１ｓ．９２９ －４５

１０８）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ ９５９ －６３

１０９）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ，ｏク６〃
，ｃｏ１ｓ ９６３ －５

１１０）ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏク． ６松 ，ｐｐ．１８９－９０

１１１）　Ｒａｎｄａｌｌ　ｏ
少６〃 ，ｐ３６

　　ハーミンカム集合都市の地域指定と１９６５年度のオフィス開発規制　　１９６５年８月５日に勅裁を

得たオフィス ・産業開発規制法は直ちに施行され，首都圏地域には６４年１１月５日に遡及して施行

された。その直後の８月９日 ，商務省は「１９６５年オフィス開発規制（区域指定）令」（Ｔｈ．Ｃ．ｎｔ。。１

．ｆ　Ｏ舶。。
Ｄ．ｖ．１．ｐｍ．ｎｔ［Ｄ。。１ｇｎ．ｔ１ｏｎ．ｆ　Ａ。。。。１Ｏ．ｄ。。１９６５［Ｓ　Ｉ ，１９６５，Ｎ．１５６４１）を策定し，同月１３日

に議会に提出し翌１４日には効力を発したが，１１月３日に議会承認手続きのため先ず下院本会議の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６４）



　　　　　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（６）一２（若林）　　　　　　　　　　　１６３

　　　　　　　１１２）
審議にかけられた。この時の政府与党と野党との議論の核心部分を検討しておきたい 。

　政府を代表してダーリング商務副大臣がこの行政令施行の趣旨説明を行なっ た。 彼によれば ，

この行政令の起源は同年７月２７日の国際収支改善のための包括政策措置に関する蔵相声明の中で ，

総需要抑制の手段の一環として，ミッ ドランズ及び南東部におけるＩＤＣ規制の強化（規制基準の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１３）
５０００平方フィートから１０００平方フィートヘの引下げ）とともに，オフィス開発規制をバーミンガム

（ウェストミソトランス）集合都市（ｔｈ・Ｂｍ１ｎｇｈ・ｍ［Ｗ・・ｔＭ１ｄ１・ｎｄ・１・・ｎｕ・ｂ・ｔｌ・ｎ）に広ける決意を

明らかにしたことにある 。そして，これらの規制が雇用の地域間のヨリ良好な配置という長期的

目的の達成に資することは疑いないと指摘し，バーミンガム集合都市の雇用やオフィスの事情を

説明し，行政令への賛同を求めた 。

　それによれば，ウェスト ・ミッ ドランズ人口の半分（２５０万人）が集中するこの集合都市の人口

急増の中で，一方で１９５３～６４年に雇用は１７万人増加（製造業は１０％，サ ービス業は２７％）し，オフ

ィス労働者を含むあらゆる種類の労働力が一貫して不足し失業率は僅かＯ ．６％であり ，他方で６４

年末の商業用オフィス床面積は１３５０万平方フィートに達し，１９５１～６３年にハーミンカム市だけで

約３００万平方フィートの増加，建設中の新オフィス面積は約３００万平方フィート（２万人以上の潜在

的オフィス労働需要を創造）もあり ，かくして今やこの集合都市の連続的な成長はこの地域の経済

的均衡にとっ て脅威となっ ている 。

　そして，ダーリングは，商務省が設定した３点の首都圏地域におけるオフィス開発許可基準

（¢申請された事業活動が規制区域外では遂行できないこと ，　適当な代替的な施設設備が見つからないこ

と， 　公共の利益に適うこと）を提示し，バーミンガム集合都市に同じ基準を適用し，あらゆる政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１４）
府庁舎をも対象にすることを明らかにした 。

　こうした提案に対して，法案審議第３読会で野党＝保守党を代表して総括発言をしたエメリー

が若干の質問をしながら ，「我々は私が求めた保証と回答を得られれぱ～若干のハーミンカム選

出議員が幾つかの質問があるのを承知しており ，また同僚のペイジ議員が若干の法的問題を提起

すると思うが～， 野党として我々は，この法令的手段（行政令）が立法化されるのを遺憾ながら

受け入れるものである」という基本的態度を表明した。その質問及び保証とは，¢指定区域が

２４の地方行政府を含む１６万６０００工一カーに及ぶ必要はあるのか，　行政令が議会承認以前に遡

及できるのか，　地元行政府と事前協議しなかったのは何故か，　オフィス開発規制の運用に

おいてバーミンガムの近代化や輸出増進を妨げることがないような保証が必要である ，という諸
　　　１１５）

点である 。

　バーミンガム関係選挙区選出の５名を含めて与野党合せて７名の議員が発言したが，論議の中

心は，¢この行政令によるオフィス建設抑制が住宅問題の解決に寄与するのか，　バーミンガ

ム及びミッ ドランドの現在の繁栄に悪影響を及ぼさないのか，　行政令は議会閉会前に出され

るべきで議会承認決議に先立つ遡及施行は問題である，　地元当局の中で行政令に反対してい

るところがある ，それとは反対に地元行政府はオフィス建設の抑制を要求してきた，　適用地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１６）
域が広域過ぎるのではないか，という点にあ った。労働党議員は基本的に賛成の立場に立ち，保

守党議員は批判的ではあるが反対せずという状況であり ，法案審議過程における白熱した論戦と

は程遠か った 。

　これらの論点に対してダーリング商務副大臣は１０項目に亙る答弁をしたが，止目すべき点は ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６５）



　１６４　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

¢指定区域が広域的であることに同意しつ ・も ，農村地区を含む１行政区域を分割する形で指

定した場合には開発規制行政実務は不可能になるとしてその縮小を拒否したこと ，　オフィス

建設抑制が住宅問題の緩和に役立つことを期待している，　特に工業事業所に関連するオフィ

スの近代化は同一敷地内でのオフィス再整備を意味し必ずしも雇用増に繋らないという理由で全

面的に同意したこと ，＠保守党議員のハーミンカムが産業的進歩と繁栄のセンター 偉大な輸

出センター であり続けるという希望に全面的に同意しつつ，我々の関心は今以上にこの国全体の

はるかに良好な均衡の取れた経済にあると締め括ったことであろう 。こうして，「１９６５年オフィ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１７）
ス開発規制（区域指定）令」は投票採決ナシで承認された 。

　こうして，１９６５年８月 ，オフィス開発の直接規制が，イキリス地域政策史上初めて，首都圏及

びバーミンガム（ウェスト ・ミッ ドランズ）集合都市で実施され，１９６６年７月には「１９６６年オフィ

ス開発規制（区域指定）令」（Ｔｈｅ　Ｃ．ｎｔ。。１Ｏ舶。。
Ｄｅｖｅ１ｏｐｍ．ｎｔ［Ｄｅ。。ｇｎ．ｔ１ｏｎ　ｏｆ　Ａ．ｅ。。１Ｏ．ｄｅ．１９６６［ＳＩ

１９６６Ｎ。． ８８８１）によりイースト ・ミッ ドランズ及びイースト ・アングリアの各計画地域，さらに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１８）
南東部及びウェスト ・ミソ ドランスの各計画地域の残りの区域に拡大される等，紐余曲折を経な

がら ，サ ッチャー政権成立まで継続した 。

　そこで，この項の結びとして初年度である１９６５年度のオフィス開発規制（規制対象＝３０００平方フ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１９）
イート以上のオフィス）の実態を年次報告により分析しておきたい。（表Ｖ －８を参照）

　既に言及したように，ロンドン首都圏地域は１９６４年１１月５日に遡及してオフィス開発規制が実

施された。遡及規制の実施方法は，表Ｗ －７（本則［全２６条１要旨～［３１）で提示したように，２重

になっ ている 。すなわち，¢グレータ ・ロンドンでは新オフィスを建設する場合，基準日以前

の計画許可授与に加えて建築中かまたは建築契約済でなければオフィス開発許可証（ＯＤＰ）を必

要とする特に厳重な規制を適用し，　グレータ ・ロンドンでの用途変更によるオフィス及ぴ首

表Ｖ －８　１９６５年度のオフィス開発規制統計

許　　可 否　認

件　数 延床面積１廃棄面積 件　数 延床面積

１９６５ ．８ ．５～１９６６ ．３ ．３１

首都圏地域
ホ ２５２ ３． ７１９１１ ，４３０ ３２７ ９， ３０８

グレータ ・ロンドン区域 １４７ ２・ ５４８１１ ・１９０ ２０６ ７， ２６２

セントラル ・ロンドン＃ ５０ １． ４４５１　 ６４８ ７９ ４， ０４８

その他のＧＬＣ区域 ９７ １・ １０３１　 ５４２ １２７ ３， ２１４

その他の首都圏地域 １０５ １． １７１１　 ２４０ １２１ ２， ０４６

１９６５ ．８ ．１４～１９６６ ．３ ．３１

ウェスト ・ミッ ドランズ集合都市
十 ４３ ２８２　１　　５７ １４ ３０５

　備考）¢　面積単位は１０００平方フィート 。

　　　　　廃棄面積には破壊 ・用途変更による廃棄を含む。それらは建替え ・改造分として

　　　延床面積の一部として含まれる 。

　　　　　首都圏地域における廃棄面積の数値はその後の追加情報により１９６６年度報告で訂

　　　正されたので，本表は訂正値を掲載した 。

　　　 ＊１９６５年オフィス ・産業開発規制法の定義による 。

　　　＃登記本署（Ｃｅｎｓｕｓ１９６１，Ｃｏｍｔｙ　ｒｅｐｏｒｔ　Ｌｏｎｄｏｎ）の定義による
。

　　　十１９６５年オフィス開発規制（区域指定）令（Ｓ　Ｉ．１９６５Ｎｏ．１５６４）［但し ，１９６５年ウェ

　　　　スト ・ミッ ドランズ令（Ｓ．Ｉ．１９６５Ｎｏ． ２１３９）で修正１の定義による 。

資料）Ｃｏｎｔｒｏ１ｏｆ　Ｏ舶ｃｅ ＆Ｉｎｄｕｓ位１ａ１Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ａｃｔ１９６５（１９６６） ，Ａ舳舳Ｚ　Ｒ¢ｏ〃６ツ伽

　　 ３ｏ伽ゴげ肋必，ｐ
．４（Ａｍｅｘ）；ｄｏ（１９６７），ル舳ＺＲ４ｏ〃，ｐ．５（Ａｍｅｘ），より借用 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６６）



　　　　　　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（６）一 ２（若林）　　　　　　　　　　　１６５

都圏外縁区域における新オフィス建設の場合，計画許可を授与されていること（建築契約規定の不
　　　　　　　　１２０）
適用）を必要とした 。

　その上で，報告書によれば，オフィス規制行政は，前述したウェスト ・ミッ ドランズ集合都市

に規制を適用する行政令に関する議会承認手続きにおける下院本会議におけるダーリング商務副

大臣の発言にあ ったように，ＯＤＰ授与に関する３点の基準を定めた。開発申請者が商務省にこ

の３基準を満たしていることを納得させることをＯＤＰ授与条件とした。この点では，ウェス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２１）
ト・ ミッ ドランズ集合都市も同様であ った 。

　こうした規制行政の結果，１９６６年３月末までのオフィス開発申請に対する許可 ・否認状況は ，

表Ｗ －８に示されているように，グレータ ・ロンドンに最も厳しく ，次いでその他の首都圏地域

（首都圏外縁区域），ウェスト ・ミッ ドランズ集合都市の順であ った。グレータ ・ロンドンについ

て見ると ，申請された件数の４１ ．６％，延床面積の２６ ．Ｏ％が許可という極めて厳しい結果であるが ，

その中でセントラル ・ロンドンが特別に厳しいわけではなか った（それぞれ３８ ．８％及び２６ ．３％が許

可）。 首都圏外縁区域では申請された件数の４６ ．５％，延床面積の３６ ．４％が許可され，ウェスト ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２２）
ミッ ドランズ集合都市ではそれぞれ７５ ．４％ ，４８ ．Ｏ％が許可された 。

　こうしたオフィス開発許可（または否認）水準は，年次報告に掲載されたその後の推移と比較

すると初年度であるとか首都圏地域に対する遡及規定適用という１９６５年度の特殊事情もあるが，

産業（工場）開発規制の否認率水準（１９６５暦年の否認率は件数で１０ ．３％，延床面積で１６ ．７％及び関連雇

用で２３ ．７％である［図Ｗ －１を参照１）と対比すると ，格段に厳しい直接規制である ，と見なすこと

ができる 。しかし，それにも拘らず，既に示唆し後に分析するように，こうしたオフィス開発が

工場とは異な ってオフィスの開発地区（区域）への移転を促進することにはならないことは予測

可能であ ったはずであることを強調すべきであろう 。

１１２）１９６５年オフィス ・産業開発規制法の「第３部補足規定」の第２３条（行政令に関する規定）によれ

　　ば，区域指定行政令は施行日より２８日以内に両院議会での決議による承認を得なければ効力を失うと

　　規定している 。但し２８日という期問の算定には，下院議会の解散，停会または両院４日以上の延会期

　　問中を除く ，とされている 。（ＢｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈｓＬｅｇａ１Ｅｄ１ｔ１ｏｎａｌＳｔａｆｆ（ｅｄ）（１９６６），Ｈｏ肋〃びき８肋〃６５０グ

　　 １１；〃ｇＺ舳６，２ｎｄ　ｅｄ， Ｖｏ１４５（１９６５） ，Ｂｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈ＆Ｃｏ， ｐｐ１５９５ －６）

１１３）ｃｆ
．，

Ｂ． Ｍｏｏｒｅ，Ｊ．Ｒｈｏｄｅｓ ＆Ｐ．Ｔｙ１ｅｒ（１９８６）
，丁加耽６な げＧｏ附舳６〃Ｒ賂ゴｏ舳Ｚ　Ｅ６０〃ｏ〃６ Ｐｏ〃一

　　６ツ，ＤＴＩ－ＨＭＳＯ，ｐ２８（Ｔａｂ１ｅ Ａ３１ＦａｃｔｏｒｙＢｕ１１ｄｍｇＣｏｎｔｒｏ１１９４５ｔｏ１９８２）

１１４）戸〃伽舳伽７：ソＤ６６倣５（Ｈ
ｏ舳ｒ

ゴ）（１９６４－６５） ，５ｔｈ　Ｓｅｒ１ｅｓ，Ｖｏ１７１８，Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　Ｃｏｍｍｏｎｓ　ＨＭＳＯ
，

　　ｃｏ１ｓ ．１１６３－６．オフィス開発許可基準に関しては，１９６５年オフィス ・産業開発規制法の年次報告をも参

　　昭（Ｃｏｎ廿ｏ１ｏｆ　Ｏ舶ｃｅ ＆Ｉｎｄｕｓｔｒ１ａ１Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　Ａｃｔ１９６５（１９６６） ，Ａ舳吻Ｚ　Ｒ砂ｏ〃６ツ肋３Ｂｏ〃ゴ ｏジ

　　７＋ｏ６３， Ｐ．
３）。

１１５）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏｌｓ１１６６ －７０

１１６）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏク６〃

，ｃｏ１ｓ１１７１－ ８３

１１７）　Ｐａｒ１１ａｍｅｎｔａ町Ｄｅｂａｔｅｓ
，ｏクｃ〃 ，ｃｏ１ｓ１１８３－９０

１１８）　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　Ｏ舶
ｃｅ ＆Ｉｎｄｕｓｔｎａ１Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ａｃｔ１９６５（１９６７） ，Ａ舳伽Ｚ　Ｒ¢ｏれ 伽〃３Ｂｏ〃６ ｏジ

　　ＴｍゐラＨＭＳＯ，ｐｐ
．２，５（Ａｎｎｅｘ）

１１９）年次報告は１９６５年度から１９７８年度まで１４年問公刊されているが，いずれも１０ぺ 一ジ以内の簡略なも

　　のである 。

１２０）　Ｃｏｎｔｒｏ１ｏｆ　Ｏ伍ｃｅ
＆Ｉｎｄｕｓｔｒ１ａ１Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　Ａｃｔ１９６５（１９６６） ，Ａ〃舳〃Ｒ¢ｏれ 伽〃６Ｂｏｏ〃ザ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６７）
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　　丁閉ゐ，ＨＭＳＯ，ｐ
．２

１２１）　ｄｏ
，ｏ声６〃， Ｐ．

３，

１２２）ＭｃＣｒｏｎｅ，ｏ声６北， ｐｐ．１３０－１

　国際収支危機下における『国家計画』の策定（１９６５年９月）と地域政策的意義　　保守党政権

が設置した国家経済開発審議会（ＮＥＤＣ）が１９６３年２月に目標を策定し，４月にその達成条件を

策定した年率４％の実質経済成長を目指す中期経済計画（１９６１～６６年）は同年１０月のマクミラン

の首相辞任とともに事実上棚上げにされ，ヒューム政権の下でその目標達成のための政策措置が

取られることは全くなかったといわれ，また個別省庁の政策と一致する限りで有用な宣伝装置と
　　　　　　　　　　　１２３）
して利用されたといわれる 。しかしそれにも拘らず，地域政策に関する部分，特に２つの地域計

画白書『セントラル ・スコソトランド白書』及ぴ『北東部白書』における公共投資計画は実施に

移され，以下で検討するウィルソン労働党政府の『国家計画』策定時点でさえ「スコットランド

及ぴ北部の経済計画審議会で再検討中」という留保を付けながらも「それらの計画は現在遂行中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２４）
である」と明示していることに止目すべきである 。

　労働党は既に言及した１９６４年１０月総選挙の公約で経済省の新設とその下での労使双方との協議

を踏まえた「国家計画」の策定を公表していた。すなわち，総選挙公約の「国家計画」という項

目の中で，¢経済省は投資を増加させ，輸出を拡大し，緊要でない輸入を代替する広範な戦略

を策定する ，　労働党は短期的には貿易赤字解消を優先し，そのためイ）一層の輸出奨励ために

税制を活用し，口）有利な信用条件を提供し，ハ）わが国産業の工業製品供給を奨励する措置等を

実施し，　長期的には満足しうる貿易収支は経済全体を再活性化し近代化する労働党の総合計

画の実行に掛かっており ，それは長期的成長の着実で活力ある計画の維持に依存するのである ，

　　　　　　１２５）
と宣言していた 。

　こうして，ウィルソン政権発足直後から経済省の責任によりＮＥＤＣの全面的な協力を得て中

期経済計画の策定作業が開始され，１１ヵ月後の６５年９月に全文で５００ぺ 一ジに近い大型白書『国

家計画』（Ｔｈｅ　Ｎ。七〇ｎａｌ　Ｐ１．ｎ）として公刊された。地域政策を主題とする本稿ではこれを詳細に検

討する予定はないが，地域政策が「高成長」（ｇ．ｅ．ｔ。。ｅ．ｏｎｏｍ１ｃ邸ｏｗｔｈ，ｏ．ｆ。。ｔ。。ｇ．ｏｗｔｈ）を達成す

る不可欠の一環とされる限りで検討したい 。

　『国家計画』は「国際収支難と産出制限の悪循環を断ち切る」〈「ストソ プ　ゴー 循環」の打破，を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２６）
意味する（筆者註）＞（副首相兼経済相＝ブラウンの前文）ために策定された１９６４～７０年を計画年度（実

質的には１９６５年から５カ年度）とする中期経済計画である（表Ｖ －９を参照）。 計画期間のＧＮＰ実質

経済成長率２５％（年率３８％）の目標を前面に掲げ，そのための国内的に最大の隆路となると見傲

した人的資源＝労働力問題について，¢現行趨勢による予測労働力増加年率０．２５％を地域政策

の成功により０１５％引上げて０４％とし，　労働生産性増加年率を３４％とし，それを労使双方

の効率改善努力とこれに資する経済政策により過去の趨勢（１９５０年代初頭＝２％強，１９６０～６４年 ＝約

２％％，現時点＝ 約３％）や計画策定のために実施されたかなり歴大な産業調査（ｔｈ．Ｉｎｄｕ。位１．１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２７）Ｉｎｑｕｉ．ｙ）結果である３ ．２％に比べても高い楽観的なこの目標値を達成可能とした 。

　しかし他方で，『国家計画』は現下のポンド危機を強く意識しそれを是正する措置のために当

面１～２年は低成長を余儀なくされることを予測したが，こうした「一時的な総需要抑制にも拘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６８）
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らず生産能力を拡大し労使双方が資

本と労働の利用における効率と世界

市場におけるわが国製品の競争力を

改善する努力を継続すれば，２５％の

　　　　　　　　　　　　　　　　１２８）
成長目標は達成可能である」とした 。

　そして，表ｗ －９に示されている

ように，この中期経済計画は相対的

に個人消費を抑制し経済成長率以上

に投資（特に製造業 ・建設投資及びイ

ンフラストラクチャー投資）を拡大し

労働生産性を向上させ，産業調査結

果による輸出増加年率５ ．５％（数量

べ一ス）に多大の期待をかけて，国

際収支危機の克服による目標成長率
　　　　　　　　　　　　１２９）
の達成を目論んだのである 。こうし

た目標を達成するために，さらに８

項目に亙るアクシ ョン ・プログラム

（¢海外政府支出の削減［国防費 ・途上

　　　表ｖ －９　『国家計画』における中期経済目標

　　　　　　　　　　　　　　　（１９６４～１９７０）（１９６４年価格）

（１）経済成長目標　　　　　　　　　　　　　２５％／年率３ ．８％

（２）成長の２要素

　（工）労働力増加率　　　　　　　　　　　　　　　　年率Ｏ ．４％

　　（うち地域政策による　　　　　　　　　　　　年率Ｏ ．１５％）

　　労働生産性増加率　　　　　　　　　　　　　　年率３ ．４％

（３）１９６４－７０年における増加率または数値目標

　¢貿易収支十対外純投資収益　　　　　　　　５億ポンド（黒字）

　　固定投資　　　　　　　３８％／年率５ ．５％

　　イ）製造業 ・建設投資　　　　　　　　　　　５５％／年率７ ．６％

　　　（うち製造業　　　　　　　　　　　　　　５０％／年率７ ．０％）

　　 口）その他民間産業 ・サービス投資　　　　　２５％／年率３ ．８％

　　 ハ）国有化産業投資　　　　　　　　　　　　３０％／年率４ ．５％

　　 二）住宅投資　　　　　　　　　　　　　　３２％／年率４ ．７％

　　 ホ）道路投資 ホ　　　　　　　　　　　　　　７４％／年率９ ．７％

　　 へ）その他公共サービス投資　　　　　　　　５０％／年率７ ．Ｏ％

　　国　防　費　　　　　　　　　　　　　　　６％／年率１ ．０％

　＠消　費
　　イ）社会 ・その他公共サービス　　　　　　２７％／年率４ ．１％

　　 口）個人消費　　　　　　　　　　　　　　　２１％／年率３ ．２％

備考）＊新道路事業及ぴ幹線道路投資のみ。小規模改良，維持経費

　　及び土地購入費を除く 。

資料）Ｓ
ｅｃｒｅｔａｒｙ　ｏｆ　Ｓｔａｔｅ　ｆｏｒ　Ｅｃｏｎｏｍｃ　Ａｆｆａ１ｒｓ（Ｓｅｐ１９６５） ，ｎ ３

　　Ｎ肋ｏ伽Ｚ　Ｐあ 〃， Ｃｍｎｄ２７６４，ｐａｓｓｍ，より作成 。

国援助１ ，　海外民問投資の抑制，　経済成長重視型への政府支出の再配分，＠産業政策［効率 ・国際収支

改善１の推進，＠大規模な製造業投資の促進，　生産性　物価　所得政策の推進，¢積極的労働市場政策

の推進，＠地域政策［自立的成長 ・均衡的地域開発１の展開）を設定し，それらを詳細に検討してい
１３０）

る。

　こうした中に地域政策は位置付けられたのである。地域政策に関連する部分は，「第１部／第

２編成長の基礎／第８章地域計画」（ｐｐ．８４－１００）及び「付録／Ａ．労働需給の地域格差，Ｂ．地

域研究」（ｐｐ　Ａｐｐ３－２５）である 。後者は，前者の則提となっ た人口予測，地域間人口移動予測と

労働力需給予測の統計的分析及び地域研究の進展状況に関するコメントと公共機関による繁栄 ・

低繁栄の問題地域研究の極めて簡単な概括である 。したがって，前者の「地域計画」を簡潔に概

括したく思う 。

　「地域計画」は，冒頭でこの国の各地域の利用可能な経済資源の最も完全な利用という観点か

ら， 政策決定を全国レベルで行ない地域計画をその国家計画の枠組の中で運営するために経済省

及び各地域の経済計画審議会 ・局を設置したことを提示した。その上で，地域計画はインフラス

トラクチャー開発の政策決定と雇用 ・人口の配置に関するものであり ，地域政策は高成長達成の

ために主要な役割を演じなければならない，とした。そして地域政策の重要な目的の一つは遅れ

ている地域の未利用労働資源を活用し，そこでの産業的成長をスピード ・ア ップすることである
　　　　　１３１）
と位置付けた 。

　こうした見通しの下で，地域問産業構造の根深い不均衡に言及し，低繁栄地域は局率の１９世紀

の成長産業＝現在の衰退産業（綿，羊毛，麻，石炭鉱業，造船等）を抱え，多くの社会資本は魅力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３２）
に欠け時代遅れになっ ていると断定し，また繁栄 ・低繁栄の地域特性を分析して，以下の地域開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０６９）
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発に関する３分野の政策措置を提起している 。

　第１に，低繁栄 ・在来産業地域のインフラ構造近代化と大都市の過密を減少させるという地域

的考慮（国家地域戦略）を最も重視し，地域所得 ・支出への乗数効果をも期待した公共投資計画
　　　　　　　　　　　１３３）
を策定する政策措置である 。

　第２に，短期的にはあらゆる地域で人口移動を受け入れ，長期的には全国的経済成長と快適な

人問環境に最も資する方法で人口増加に備える人口配置に関する政策措置である 。ここで明示さ

れているのは，○北西部の重要区域における近隣集合都市からの溢れ人口を受け入れ，また経

済成長と都市再生を促進するためにランカシャーのレイランド／ コーリィ（Ｌｅｙ１ａｎｄ／Ｃｈｏｒ１ｅｙ）

に大規模ニュータウンを建設すること ，　前政府のセントラル ・スコットランド提案について

産業ベルト外にどの程度補完的開発が必要であるか確証するために再検討していること（「成長区

域」政策の見直しを意味し，北東部の成長拠点は広域指定のため特に問題にしなかったものと思われる［筆

者註１）及びエアシャーのニュータウン指定の可能性を地元当局と協議中であること ，さらに　

大規模な都市溢れ人口に備える追加政策措置が関係地域審議会からの助言に照らした可能な限り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３４）
速やかな公表や２０世紀末迄の人口の大規模な増加に対する長期計画の策定等である 。

　第３に，雇用と経済活動の地理的パターンに影響を与えることにより低繁栄地域の経済成長を

促進し結果として全国レベルの経済成長を高める政府行動である 。この項目で指摘されているの

は， ¢１９６５年７月のポンド防衛政策措置で公表された公共建設計画延期及び民問建設規制は開

発地区を除外すること ，　 ロンドン首都圏地域及びバーミンガム集合都市におけるオフィス規

制実施を再確認し，この措置が労働力をはるかに重要な分野での利用のために解放しオフィス雇

用の過度集中を防ぐことを期待していること ，さらに　ＩＤＣ規制基準が南東部及ぴウェスト ・

ミッ ドランズでは従来の５０００平方フィートから１０００平方フィートに引き下げられたこと ，最後に

＠低成長地域における地域計画の主要な目的は潜在労働力の最適利用にありそのために新規雇

用， ニュータウン ・拡張タウンの成長を支える産業育成及び産業構造多角化に特に留意すること
　　１３５）

である 。

　こうして策定された『全国計画』は，その草稿が既に出来上がっていた６５年７月のポンド防衛

包括措置（公共投資２億ポンド削減，１０万ポンド以上のオフィス ・店舗の建築許可制，新規の割賦購入制

限及び厳しい為替管理）により生前に恐るべき打撃を受け，そして為替平価維持に対して経済成長

に優先権を与えるのに失敗したことが出発点から運命を定められ，多くの関係研究者にとっ て

「生命を否定された死産であ った」（スチ ュワート）のであり ，さらに１９６６年のあの有名な「７月

包括措置」（１０％の消費税調整賦課税，割賦購入の極めて厳しい引締め，１９６７年度公共支出の１億５０００万ポ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３６）
ント削減及ぴ建築規制強化による５億ポントの国内総需要削減）の公表直後の９月 ，正式に放棄された 。

　それにも拘らず，私がここで強調したいことは，『国家計画』における少なくとも地域政策強

化の基本的方針だけは保持され実施に移されていっ たことである 。

１２３）ＭＳｔｅｗａｒｔ（１９７８），Ｐｏ脇６５ 蛍〃ｏ〃ｏ舳６ Ｐｏ伽ツ舳 伽びＫ舳６６１９６４，Ｐｅｒｇａｍｏｎ，ｐ４９

１２４）ＳｅｃｒｅｔａｒｙｏｆＳｔａｔｅｆｏｒ Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ Ａ伍ａｒｓ（Ｓｅｐ１９６５）
，丁加Ｍｏ〃〃伽

，Ｃｍｄ２７６４，ＨＭＳＯ，ｐ

　ＡｐＰ．１５

１２５）　Ｃｒａ１ｇ砂 ６〃 ，ｐ４７

１２６）　丁加ハ肋２０伽Ｚ　Ｐ加仏ｐ１１１（Ｆ
ｏｒｅｗｏｒ

ｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｆｌｒｓｔ　Ｓｅｃｒｅｔａｒｙ　ｏｆ　Ｓｔａｔｅ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０７０）
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１２７）　丁加Ｎ肋ｏ舳Ｚ　ＰＺ伽，ｐａｓｓ１ｍ

１２８）　　７乃 ６１Ｖ”〃ｏ〃ｏＺ」ＰＺｏ刀
，Ｐ

．２

１２９）丁加Ｎ〃ｏ舳１Ｐ１ｏ仏ｐ．４．カービィによれば，『国家計画』は「１９６３年のＮＥＤＣの計画実験の成

　　長目標に釣り合わせる意図があり」，かつ「政治的には好都合なものではあ ったが多くの点で深刻な

　　欠陥のある供給重視イニシアチブ」であり ，「目標と制約との混合物であり ，加速的成長自体が対外

　　均衡を生みだすものだという以外，後者を取り除く方法についての明確な見解を提出していなか っ

　　た」（ＭＷＫ１ｒｂｙ（１９９１） ，Ｓｕｐｐ１ｙ－Ｓ １ｄｅ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，ｍＣｒａｆｔｓ

＆Ｗｏｏｄｗａｒｄ（ｅｄｓ）
，ｏクじ〃 ，ｐ２４６）

　　のである 。これは筆者が首肯しうる指摘である 。

１３０）　　Ｔん ６１Ｖ；ｏ〃ｏ〃ｏＺ１〔）Ｚｏ〃
，ＰＰ

．５ －１２，２３－１００（ｃｈａｐｓ．２－８）

１３１）　　Ｔゐ６１Ｖｏ〃ｏ〃ｏＺ１）Ｚｏ〃
，Ｐ

．８４

１３２）ｎ・１Ｖ；〃・舳ＺＰＺ伽，ＰＰ
．８５ －９５

１３３）　　７ｉん ３１Ｖ；ｏ〃ｏ〃ｏＺ１）Ｚｏ〃
，ＰＰ

．９５ －７

１３４）　　丁乃 ６１Ｖ；ｏ〃ｏ〃ｏＺ　ＰＺｏ〃，Ｐ ．９７

１３５）　　７乃 ６１〉；ｏ〃ｏ〃ｏＺ　ＰＺｏ〃，ＰＰ．９７，１００

１３６）Ｓｔｅｗａｒｔｏク６〃 ，ｐｐ５０ －１ ，Ｂｒ１ｔｔａｎ，ｏク６〃 ，ｐｐ３０５，３０９，３３４ －４０ ，ＡＣａ１ｍｃｒｏｓｓ，丁加Ｂブ肋５ん厄６０ 一

　　〃ｏ榊５加６１９４５，ｐｐ
．１５４ －９．こうした運命を辿 った『国家計画』ではあるが，経済史家のポラードは

　　数値目標の細目には留保条件を付けながらもこれを投資増加計画策定の観点から「イギリスの生産と

　　所得を成長させるために（１９５０年以降の）最近３０年間で政府が行なっ た最も首尾一貫した努力の結

　　果である」と高く評価している 。（Ｐｏｎａｒｄ，

ｎ６ Ｗ伽伽ｇげ〃６Ｂｒ桃んＥ６０〃ｏ刎以ｐｐ
．２８ －９）

　Ｖ －１－４第１段階における地域政策の実際とパフォーマンス

　１９６３～６５年の３年問は保守党のマクミラン ，ヒューム，そして労働党のウィルソンと政権交替

を含めて内閣が２回も代わる変動期であ った。それは同時に，その他の先進国と比べたイギリス

の経済成長の相対的低位性が顕著になり ，国民経済全体の相対的衰退と製造業の国際競争力の低

下が短期的に繰り返されるポント＝国際収支危機と重畳し，いわゆる「英国病」が意識され始め

る時期でもあ った 。

　こうした中で，１９６３年及び６５年の２度に亙 って「高成長」を目指す中期経済計画が策定され ，

その中に位置付けられた地域政策は新たな役割を期待され格段に強化されることが予想された 。

２つの中期経済計画は棚上げされたり「死産」のうえに１年後には正式な放棄という不運な運命

を辿 った。換言すれば，地域政策の「高成長」経済政策への統合の試みはかかる経済政策そのも

のの挫折により失敗に帰したのである 。しかし，こ ・では少なくとも地域政策強化の基本的方向

だけは生き残 ったことが重要である 。

　そしてこうした見通しの下で，一方では，マクミラン政権下の１９６３年に総選挙対策という優れ

て政治的な意図の明確なしかもＮＥＤＣ文書で提起された「成長拠点」ないし「成長区域」とい

う新たな開発計画概念に基づく２つの地域開発計画白書（ｒセントラル ・スコットランド白割及び

ｒ北東部白書』）や『ロンドン白書』が策定され，それらに基づいて地域政策の財政金融的刺激措

置の強化を意図する「地方雇用法」「財政法（開発地区投資控除特例措置）」やロンドンにおけるオ

フィス開発の緩やかな抑制を狙った「都市 ・農村開発法」が制定された 。

　他方で，ウィルソン政権はその第１年に，政権発足直後の６４年１１月に公刊した『オフィス白

書』に基づく「１９６５年オフィス ・産業開発規制法」の制定によりロンドン首都圏地域及びバーミ

ンガム集合都市におけるオフィス開発に対するイギリス地域政策史上初めての厳しい直接規制に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０７１）
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乗りだし，同時に過密地域である南東部及ぴウェスト ・ミソ ドランズを対象として主として工場

開発に対するＩＤＣ規制基準を格段に強化した。さらに，６５年９月の『国家計画』における「地

域計画」は，労働党の地域的支持基盤が開発地区（区域）の集中するグレート ・フリテンの「北

部」及び「西部」の全域に亙ることから ，６３年のＮＥＤＣ文書と２つの地域開発計画白書におけ

る「成長拠点」ないし「成長区域」概念の破棄を示唆しつつ，前保守党政権以上に地域政策を強
　　　　　　　　　　　　１３７）
化する方向を示したのである 。

　そこで本節の小括として，主として『１９６０＆１９６３年地方雇用法年次報告』を資料として，地

域政策の第２次積極的全面的展開期の第１段階（１９６３～６５年）における実際とパフォーマンスを

分析したく思う 。

　まず第１に，開発地区指定問題について指摘したい。１９６３年度は，前年度末の失業率急上昇の

影響と総選挙直前という政治情勢を背景として，地方雇用法制定後初めて開発地区の指定解除 ・

指定停止が皆無であ った。開発地区指定基準の最低失業率は６０年度以来の４ ．５％とされたが，問

題はその失業率の持続性にあるとして運用は柔軟にするとしている。他方で，新規指定はイング

ランド：１５地区　スコソトランド＝１地区（この新規指定の大部分は次の「成長区域」関連のものであ

る），また指定復活は合計２地区であ った。このため，開発地区被保険労働人口（グレート　フリ

テンの同人口比）は，前年の１２ ．５％から１４ ．８％に上昇した。そして，年次報告は，前述した北東

イングランド及びセントラル ・スコットランドの２つの地域開発計画白書に触れ，地方雇用法下

での助成は「成長区域」に含まれるか否かに拘らず開発地区として同等に扱われるとした上で
，

政府は「成長区域はこの地域全体における雇用の全般的かつ持続的な改善の強い証拠が現われる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３８）
まで助成の適格性を中止しない」ことを約束した，と明記している 。

　政権交替した労働党政府の下での１９６４年度報告は，その「前置き」で商務省は失業の局率性と

持続性の観点から開発地区リストを再検討した，と述べている 。また，前年までの開発地区指定

基準の最低失業率はその理由の説明なしに表示されず，以後の年次報告でも最低失業率に関わる

基準は姿を消した。そして，６４年度は開発地区における失業率の全般的低下を反映して新規指定

はなく ，指定停止となっ ていたウェールズの４地区の停止解除が実施され，開発地区被保険労働
　　　　　　　　　１３９）
人口は１５ ．０％に達した。さらに，１９６５年度には，イングランドで５地区，スコットランドで５地

区及びウェールズでは１１地区の開発地区の新規指定が実施され，指定解除は皆無であ った。こう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４０）
したことから ，開発地区被保険労働人口は１６８％に達した。（図Ｖ －６を参昭）そして第２段階に

は， 開発地区制度に代わり復活した開発区域制度の下でイングランド北部，スコットランド及び

ウェールズの全域指定に向かうことになる 。

　次に開発地区に対する財政金融的助成の全体像について分析する 。１９６３～６５年度の３年問に
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４１）
政府は開発地区政策に対して総額１億１３１３万ポンドの助成金支出を承認した。１９６３年度と６４～６５

年度に１０００万ポンド余の開差があるのは労働党への政権交替の結果であろう 。年度平均は３７６９万

ポンドであり６０～６２年度平均の３０２２万ポンドより約７５０万ポンド増額された。地域別では，北部

（特に北東部）及び北西部の開発地区を抱えるイングランドが最大であるが，人口１人当りではス

コットランドが最高水準にある 。とはいえ，後掲の表Ｗ －１１で推測できるように，地域別では ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４２）
北部（特にその中でほ “全域を開発地区指定を受けた北東部）が最高水準である ，と思われる。それ

に対して，当初失業率が比較的低水準にあ ったウェールズの比重が下がったが，６５年度に以前の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０７２）
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助成の相対水準を回復した。他方で，注目すべ　　　　　図Ｖ －６１９６６年３月の開発地区

饒鴛葦鴛鴛亡鴛讐買意　　　　車
１１１１１１篶渋１１１薦

果であろう 。同時に，労働党政権におけるジェ　　　　　〆

イ商相が重視した商務省管轄の賃貸 ・売却向け　　　　　　 ０１．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鰍
工場建設の予算支出承認額が１９６４年から２倍以

楓ニア こと肚目さ批馴 一ｍ

　産業別では，１９６０～６２年に突出的位置を占め

た自動車に代わり機械（電気を含む） ・金属（助　　　　　　　　亀

成総額４３４４万ポンド）が首位に立ち ，化学を含め

たその他製造業（２５２４万ポンド）がそれに続き
，

自動車（１２９３万ポンド）は第３位に転落した 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｃ町ｄ缶
それらに続くのが，繊維 ・衣料 ・履物（９８５万ポ

ンド），食晶 ・飲料 ・タバコ（７７６万ポンド）であ
　１。。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇
った 。

　こうした１９６３～６５年度の３年間における助成　　　資料）Ｂ・Ｍ・・…Ｊ・Ｒｈ・ｄ・・ ＆Ｐ・Ｔｙｌ・ら丁加亙脈伽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○ゾＧｏＵ６ブ刀〃〃〃工　Ｒ３ｇ

・ゴｏ刀ｏＺ　１…：６０刀ｏ〃ｚ を　１ＤｏＺ北ツ，　Ｐ

全体による推定追加雇用者数（各種重複を相殺し　　　　 ２以より借用 。

た完全操業時点の推定値／推定は当該企業による）は約１９万５千人に達するが，６０～６２年度よりも約

１１万５千人も多い。これは助成総額自体の増加，その補助金比率の急増及び直接に統計値には表

われない自由償却制度の実施の相乗効果によるものであろう 。

　さらに，１９６３～６５年における開発地区政策を個別分野別に一瞥してみよう 。第１に商務省管轄

の賃貸 ・売却向け工場建設（表Ｖ －１０－３）では３２９工場 ・延床面積７５万平方メートル（賃貸２８０工

場約６０万平方メートル／売却２３工場約１２万平方メートル／保留２６工場約３万平方メートル）が認可

され，そのために３０６３万ポンドの支出が承認された。１９６６年３月末現在の「建設中」を除く商務

　　　　表Ｖ －１０－１　１９６０年 ・６３年地方雇用法による開発地区助成総額の推移（１９６３～６５年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額／£１０００，雇用／人）

１９６３年度 １９６４年度 １９６５年度 １９６３～６５年度累計

プロジ ェ１政府支出１

ト数…推定額…

推定雇用 プロジェ１政府支出１

ト数三推定額…

推定雇用 プロジェ１政府支出１

ト数…推定額…

推定雇用 プロジエ１政府支出１

ト数｛推定額…

推定雇用

イングランド

エールズ
コットランド

２５０１１５ ．１７３１

４１　 ６３５１

０９１１４ ．４０３１

２２．３００１．０００１８，５００

４７９１２４ ．２２７１

９１１ ．２０５１

６３１１５ ．！７６１

３６．７６５２．０８８２１，３９０ ５７４１８９１５８７ｉ

２３ ．０６０１４３ ．８３８

．６６５１６ ．３８９

５． ５８８１４２ ，２６７

１． ３０３１６２ ．４６０１１０２ ．９０３

４２１５ ．５０５１９ ．４７７

，２５９：４５ ．１６７１８２ ，１５７

合 計 ４８３１ ３０ ，２１１：４１ ，８００ ９７１１４０ ．６０９１ ６０ ，２４３ １． ２５０１４２ ．３１４１ ９２ ，４９４ ２・ ７０４１１１３ ・１３４１１９４ ・５３７

備考）¢政府支出推定額の各地方分が四捨五入のため年度合計及び累計と一致しない 。

　　　　推定雇用は完全操業時点での推定値であり ，当該年度の雇用者数ではない。（以下，同じ）

資料）Ｂｏａｒ
ｄ　ｏｆ　Ｔ

ｒａ
ｄｅ，４〃Ａ舳舳Ｚ　Ｒ砂ｏれ げム０６０Ｚ　Ｅ妙Ｚｏツ伽〃んな１９６０街１９６８（１９６４） ，ｐ．８；ｄｏ，５肋Ｒ４ｏ汀

　　（１９６５）
，ｐ

．８；ｄｏ，６肋Ｒ印ｏ〃（１９６６）
，ｐ．６より作成 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０７３）
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表Ｖ －１０－２

立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

１９６０年 ・６３年地方雇用法による開発地区項目別助成額の推移（１９６０～６６年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額／£１０００，雇用／人，工場／１桁）

１９６０～６２年度平均 １９６３年度１１９６４年度１１９６５年度１１９６３～６５年度平均 １９６６年度

Ｉ．
ローン １４ ，８１４ １８ ，９５９ １０ ，４２９ ９， ５６９ １２ ，９８６ １３ ，２４８

ｎ． 補助金総額 ４， ７９５ ５， ６９４ １７ ，４４９ ２０ ，３４８ １４ ，４９７ ２７ ，８１８

一般補助金 １， ８８６ ７４２ ６３２ ４５０ ６０８ ４４４

建築物補助金 ２， ９０９ ２， ９９１ １０ ，０２７ １３ ，６２３ ８， ９４７ ２１ ，１１７

工場設備 ・機械装置
■

１， ９６１ ６・ ７９０ ６， ０７５ ４， ９４２ ６， ２５７

皿． 商務省工場建設 １０ ，６０９ ５， ５５８ １２ ．７３０１ １２ ，３３８ １０ ，２０９ １４ ，３６５

工場数 ５９ ８５ １３０ １１４ １１０ １２０

ｗ． 総　　額 ３０ ，２１８ ３０ ，２１１ ４０ ，６０８ ４２ ，２５５ ３７ ，６９１ ５５ ，４３１

補助金／総額 １５ ．９％ １８ ．８％ ４３ ．０％ ４８ ．２％ ３８ ．５％ ５０ ．２％

Ｖ． 推定雇用 ３７ ，３６７ ４１ ，８００ ６０ ，２４３ ９２ ，４９１ ６４ ，８４５ ８６ ，１８３

資料）Ｂｏａｒ
ｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ，Ａ舳吻Ｚ　Ｒ¢ｏ淋げ工ｏ伽ＺＥ仰ＺｏＷ刎Ａ伽１９６０留１９６８（１９６１～７），より作成 。

省所有賃貸工場延床面積（ストソ ク）は５２０万平方メートル，同年２月末現在の同工場における雇

用者数は２６万２８８人（開発地区はそれぞれ４９５万平方メートル，２４万６００４人）であり ，３年前に比べて

それぞれ１４万平方メートル，４万３９０８人（開発地区は指定追加を反映しそれぞれ１８１万平方メートル
，

　　　　　　　　　　　　　　　１４５）
１０万９７４１人）の増加となっ ている 。

表Ｖ －１０－３　開発地区における商務省工場

　　　　　　（建屋）の建設（１９６３～６５年度）

工場数 延床面積 費　用
１０００ｍ２ £１０００

イングランド １６８ ４２２ ．５ １６ ，８４９

ウェールズ ４４ ７３ ．０ ３， ００５

スコットランド １１７ ２５６ ．９ １０ ，７８２

合計
３２９ ７５２ ．４ ３０ ，６２６

備考）◎事業認可統計。　延床面積は平方フ

　　ィートを平方メートルに換算した 。

資料）Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄ
ｅ， ４肋Ａ舳伽Ｚ　Ｒ¢ｏ〃

　　げ　一乙ｏｃｏＺ　Ｅ〃妙Ｚｏツ刎３〃　 １４６な　１９６０　｛チ

　　 １９６８（１９６４）
，Ｐ．４；ｄｏ，５¢んＲ４ｏ〃（１９６５）

，

　　ｐ．４；ｄｏ，６〃Ｒ¢ｏ汀（１９６６）
，ｐ．２よりイ乍

　　成 。

表Ｖ －１０－４　開発地区における産業団地管理公社工場

　　　　　　（建屋）建設の延床面積（１９６３～６５年度）

　　　　　　（１０００ｍ２）

イングランド

ウェールズ
スコットランド

表Ｖ －１０－５

合　計

１９６３年度

４４ ，３

６３ ，４

５６ ．９

１６４ ．７

１９６４年度

７９ ．７

９， ７

４６ ．４

１３５ ．８

１９６５年度

８０ ，７

１２ ，６

３７ ．９

１３１ ．２

累　　計

２０４ ，７

８５ ．７

１４１ ．２

４３１ ．７

備考）¢工場完工統計。事業認可年度は多様である 。

　　　　延床面積は平方フィートを平方メートルに換算

　　　　した 。

資料）Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ， ４肋ル舳〃Ｒ¢ｏ〃 げＬｏ伽Ｚ

　　厄刎〃Ｚｏツ〃〃〃Ａ６姑１９６０喧１９６８（１９６４） ，ｐ．５；ｄｏ
，

　　５〃Ｒ４ｏ〃（１９６５）
，Ｐ．５；ｄｏ，６〃Ｒ¢ｏ〃（１９６６）

，Ｐ
．３

，

　　より作成 。

　建築物（工場）及び工場設備 ・機械装置

補助金　　　　　　　　（１９６３～６５年度）

表Ｖ －１０－６ 事業助成（ローン及び補助金）

　　　　　　　（１９６３～６５年度）

建築物補助金 設備 ・機械補助金

プロジェ 補助金額 プロジェ 補助金額
クト数 £１０００ クト数 £１０００

イングランド ９０１ １５ ，２７０ １， ５１６ ９， ８５０

ウェールズ ６８ ８１９ １１０ ２５４

スコットランド ７６８ １０ ，７５２ １， ４３１ ４， ５３２

合計
１， ７３７ ２６ ，８４１ ３， ０５７ １４ ，６３６

備考）設備 ・機械補助金は給付決定後の辞退分を除く 。

資料）Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ， ４肋ル舳ｏＺ　Ｒ４ｏ〃 げ工
０６０Ｚ

　　１…；刎〃Ｚｏツ榊３〃Ａ６な１９６０蛍１９６８（１９６４） ，ｐｐ
．７ －８；

　　ｄｏ，５〃Ｒ４ｏ〃（１９６５）
，ｐ

．７；ｄｏ，６〃Ｒ¢ｏ汀（１９６６）
，

　　ｐ．５，より作成 。

プロジェ
金　額（£１０００）

クト数
ローン 補助金 合計

イングランド １５１ １９ ，０２２ １， ３１４ ２０ ，３３６

ウェールズ
２８ １， ２１７ １４３ １， ３６０

スコットランド １８２ １８ ，７１８ ３６６ １９ ，０８４

合計
３６１ ３８ ，９５７ １， ８２３ ４１ ，７８０

資料）Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｔｍｄｅ， ４〃Ａ舳舳１Ｒ砂ｏ〃 げ

　　Ｌ０６
〃　１…；〃妙ＺｏＷ３〃　Ａ６姑　１９６０　営　１９６８

　　（１９６４） ，Ｐ．６；ｄｏ，５なゐＲ¢ｏ〃（１９６５）
，Ｐ．６；

　　ｄｏ，６〃Ｒ砂ｏ〃（１９６６）
，ｐ

．４，より作成 。

（１０７４）



　　　　　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（６）一２（若林）　　　　　　　　　　　１７３

　第２に産業団地管理公社の工場建設（表Ｖ －１０－４）は延床面積４３万平方メートルであり ，１９６０

～６２年度水準に比べて大幅に後退した 。

　第３に２５％の標準補助金として強化された建築物（工場）補助金は，１９６０～６２年度までの年平

均５０件台の申請件数が１０００件台に急増し，給付決定件数も１５２→６３９→９４６件と増加し，給付推定

額も３００万ポンド弱から１３６２万ポンドに達し，１９６３～６５年度の３年問の給付推定総額は開発地区

助成総額の■弱を占めるに至 った。他方で，６３年に新設された１０％の工場設備 ・機械装置補助金

は， 初年度から申請件数は１１７８件に上り ，２１６６件→２５６０件と増加の一途を辿り ，給付決定件数も

２７４→１１２８→１５０４と増加していっ た。 給付推定額は６３年度の２００万ポンド弱から６４～６５年度にはそ

れぞれ６００万ポンド台に達した。この２つの補助金の存在が助成総額における補助金比率を高め

た決定的要因であ った。（表Ｖ －１０－２及び５）

　第４に事業助成（ローン及ひ［一般１補助金）（表Ｖ －１０－２及ぴ６）は６０～６２年度とほ ・同一水準

で推移したが，助成総額の約％に達しなお重要な比重を占めた 。

　以上が開発地区への民間工場及び民問企業の誘致により雇用増を図る積極的な政策展開の全容

であるが，他方で，負の工場立地規制であるＩＤＣ規制の推移を確認しておこう 。（図Ｗ －１をも参

照）ミッ ドランズ及びロンドンを含む南東部へのＩＤＣ否認率は，前章末尾で指摘したように ，

６０年代に入 って既にかなりの高水準に達していた。しかし，ウィルソン労働党政権は，既に分析

したように，１９６５年オフィス ・産業開発規制法（第２部）により ，同年８月から上記２地域に対

するＩＤＣ規制の最低延床面積基準を従来の５０００平方フィート（４６５ｍ２）から１０００平方フィート

（９３ｍ２）に引き下げた。そして，実際にも ，１９６３～６５年におけるＩＤＣ規制は趨勢として見ればさ

らに一層高い水準に達したというべきであろう 。すなわちそれを時系列で見ると ，件数では

６． ８％〔〉１０ ．１％ 〔〉１０ ．３％（件数の史上最高率），延床面積では１５ ．６％ 〔〉１６ ．６％ 〔〉１６ ．７％，さらに関連
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４６）
雇用では２１ ．６％ 〔〉２６ ．１％ 〔〉２３ ．７％となっ ており ，工場立地規制としては限界的水準に達しつつあ

ることを示唆している 。

　他方で ，１９６３～６５年度におけるＩＤＣ発行否認の裏側で行なわれたＩＤＣ認可による王要助成対

象である「立地劣位」「構造劣位」にある５地域と厳しい規制対象地域である「立地優位」「構造

優位」にある２地域（時系列比較可能にするため南東部とイースト ・アングリアを１地域とした）にお

ける工場延床面積と推定追加雇用者数のウェイトを比較し，立地規制と財政金融的刺激誘因の相

乗効果（地域政策効果）が全体としてどの程度現われているかを検証するために作成したのが表

Ｖ－１１である 。ここでは，それを製造業の推定就業者数の各地域比率を基準にして延床面積及

び特に推定追加雇用者数の当該地域の比率との乖離水準で検証しようとするものである 。その結

果， 地域政策効果は明確に有意に検出できたのである 。推定雇用者数比率では５地域全てで地域

政策効果が確認できるが，それは特にイングランド北部及びスコットランドで顕著である 。

　北部地域では工場立地の９４ ．２％（延床面積），推定追加雇用者数の９５ ．９％が開発地区に集中して

いるが，それは域内の北東部が全域に近い範囲で開発地区指定を受け，域内工場立地の９０％前後

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４７）
及び推定追加雇用者数の９０％以上がここに集中しているからである 。逆説的には，地域政策が後

退した時にその打撃も最大となる危険性を孕んでいる 。ともあれ，この地域の推定追加雇用者数

の全国比率＝１９１％は製造業推定就業者数比率の４倍に近い政策効果をあけたことを示している 。

　スコットランドでは，工場立地の８５ ．５％，推定追加雇用者数の８９ ．１％が開発地区に集中し，そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１０７５）



１７４

表Ｖ －１１

　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

主要地域におけるＩＤＣ認可による工場延床面積と推定追加雇用（１９６３～６５年度）

延床面積（１０００ｍ２）
標準地域

推定雇用（人） 製造業推定就業者数

総数１％／ＧＢ 開発地区 総数１％／ＧＢ 開発地区 １０００人１％／ＧＢ

北　　　部 １． ７１８１　 １１ ．１ １， ６１９ ６１ ．１４９１　 １９ ．１ ５８ ，６６１ ４５１１　 ５． １

北西部
２． ２８３１　１４ ．７ ６９６ ５７ ．０９１１　１７ ．８ ２５ ，９４３ １・ ３７６１　 １５ ・６

南西部 ９６４１　 ６． ２ １５７ １７ ．３０６１　 ５． ４ ４， ５０６ ３９９１　 ４． ５

スコットランド ２． １０３１　 １３ ．６ １， ７９８ ５３ ．０９９１　 １６ ．６ ４７ ，３１９ ７４３１　 ８． ４

ウェールズ ９０４１　　５ ．８ ２８６ １９ ・８７６１　 ６・ ２ １０ ，０９９ ３１６１　　３ ．９

南東部十Ｅ．アングリア ３． ６７５１　２７ ．３ ６３ ．７７９１　１９ ．９ ２． ７７９１　３１ ．５

ウェスト ・ミッ ドランズ １． ３２１１　 ８・ ５ １４ ．３９１１　 ４・ ５ １． ２２８１　 １３ ・９

グレート ・ブリテン １５ ・４８７１１００ ・０ ４， ５９２ ３２０ ・０２８１１００ ・０ １４６ ，９０５ ８・ ８１６１１００ ・０

　　備考）０開発地区の数値はすべて標準地域の内数である 。　標準地域の境界線は１９６６年に変更された。本表の

　　　　南東部及ぴイースト　 アングリアは旧３地域の再編の結果であり ，時系列比較可能な統計として掲載した 。

　　　　掲載したその他地域は旧地域と一致している 。　ウェスト ・ミッ ドランズは旧ミッ ドランズである 。＠推
　　　　定雇用は完全操業時占の推定値であり ，当該年度の雇用者数ではない。＠原表の延床面積の平方フィート
　　　　　は平方メートルに換算した。＠製造業推定就業者数は被用者　失業者総数の３カ年平均数である 。¢ ヨー

　　　　　クシャー・ ハンバーサイド地域は時系列比較不能であり ，同地域内の小開発地区は掲載を省略した 。

　　資料）Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄ ｅ， ４〃Ａ舳舳Ｚ　Ｒ¢ｏ〃 げＺ０６０Ｚ亙吻Ｚｏ〃刎んな１９６０喧１９６８（１９６４） ，ｐ．１６；ｄｏ，５〃

　　　　Ｒ４ｏ〃（１９６５）
，ｐ．１６；ｄｏ，６〃Ｒ４ｏ〃（１９６６）

，ｐ
．１４，より作成 。

れが北部地域と同様に，後者の全国比率１６６％が製造業推疋就業者数比率の約２倍となる政策効

果となっ たのである 。北部及びスコットランドにおける地域政策効果は，６０～６２年度と比較して

も（第５章の表Ｖ －４を参照）極めて顕著である 。残りの３地域も多かれ少なかれ政策効果を確認

できる 。

　これら５地域の対極に位置するのが南東部十イースト ・アングリア及ぴウェスト ・ミソ ドラン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４８）
ズである 。前者は時系列比較統計を作成するためにその政策効果がかなり弱く表示されるが，そ

れにもかかわらず特に推定追加雇用者数比率は製造業推疋就業者数比率に対して６３％水準である 。

成長工業地域であるウェスト ・ミソ ドランスに対する政策効果は一層顕著であり ，推定追加雇用

者数の全国比率は製造業推定就業者数のそれの％以下である 。

　こうした地域政策効果と１９６３～６５暦年 ＝３カ年の実質経済成長率（ＧＤＰ基準／対前年比）が
　　　　　　　　　　１４９）
４． ０％ 〔〉５ ．６％ ［〉２ ．３％（平均４ ．１％／累積値複利計算）と推移し，全体としては比較的好調だ ったこ

とも幸いして，開発地区の失業率（表Ｖ －１２）は１９６３年３月の６ ．５％（６２年度平均 ：５ ．０％）から全

国（グレート ・ブリテン）平均とともに年を追う毎に低下し，６６年３月にはポンド防衛のための引

締め政策実施中にも拘らず地方雇用法に関わる開発地区失業率統計を作成し始めた１９５９年１２月以

来の最低水準である３ ．０％にまで低下した 。

　　　　　　　　　　　　　表Ｖ －１２　開発地区における失業率の推移（％）

６４ ．３ ６５ ．３ ６６ ．３ ’６３平均 ’６４平均 ’６５平均

開発地区
４． ６ ３． ５ ３． Ｏ ５． １ ３． ８ ３． ０

イングランドＤＤｓ
４． ３ ３． ２ ２． ７ ４． ９ ３． ５ ２． ８

スコットランドＤＤｓ
５． ０ ３． ９ ３． ２ ５． ３ ４． １ ３． ３

ウェールズＤＤ ｓ
３． ９ ３． ５ ３． ５ ４． ６ ４． ０ ３． ４

Ｇ　Ｂ　平　均
１． ８ １． ５ １． ３ ２． １ １． ５ １． ３

備考）¢年次平均は，年度（４月～３月）平均である 。

　　　　ＤＤｓは開発地区（Ｄｅｖｅ１ｏｐｍｅｎｔ　Ｄ１ｓｔｒ１ｃｔｓ）の略称である
。

資料）Ｂｏａｒ
ｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ，４〃Ａ舳吻Ｚ　Ｒ砂ｏ〃 〆工０６０Ｚ亙砂ＺｏＷ棚んな１９６０蛍１９６８

　　（１９６４），ｐ．１４；ｄｏ，５〃Ｒ４ｏ〃（１９６５），ｐ．１４；ｄｏ，６〃Ｒ¢ｏ汽（１９６６）
，ｐ．１３より作成 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（１０７６）



　　　　　　　　　　　　　現代イギリス地域政策の段階と特質（６）一 ２（若林）　　　　　　　　　　　１７５

　同時に，６６年３月現在における９７の開発地区（職業安定所地区単位またはそのグループ）のうち失

業率が５％以上は２２地区，そのうち８％以上が５地区，さらに１０％以上はいわば局地的高失業の

２地区（南西部のガニスレイク＝６７人／１１ ．３％及びウェールズのミルフォード ・ヘイヴン＝６３４人／１３ ．４％）

に留まっ た。 また，５万人以上の被用者＿従業者を擁する比較的大規模な１２の開発地区の失業率

を見ると３ ．Ｏ％未満が６地区（北東部２地区＝ティーズサイド ・グループ，タインサイド ・グループ／北

西部１地区＝マージィサイド ・グループ／スコットランド３地区＝アバディーン ・グループ，ダンディー十

ブローティ ・フェリィ ，ペイズリィ ・グルー プ） ，３ ．Ｏ％以上～４ ．０％未満が５地区（北東部１地区＝ サン

ダーランド ・グループ／ウェールズ１地区＝スワンジィ ・グルー プ／スコットランド３地区＝ファルカー

ク・ グループ，グラスゴー・ グループ，ノース ・ラナークシャー・ グルー プ）であり ，最高はスコット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０）
ランドの過疎区域であるハイランド ・島喚地区の７ ．Ｏ％であ った。こうして，失業問題は差し当

り著しく改善したことが確認できる 。

　こうした事情が，ポンド防衛のための引締め政策実施の最中である１９６６年３月に重要な政策立
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５１）
法でのフリーハンド獲得を狙って総選挙に打 って出た労働党が与野党９６議席差で大勝した経済的

背景であ った。そして，これがさらに地域政策をエスカレートさせるのである 。

１３７）１９６４年１１月に新設された経済省は地域開発 ・計画に対応する全国１１の経済計画区域を設定した（６６

　　年施行）が，同時に中央統計局（Ｃｅｎｔｒａ１Ｓｔａｔ１ｓｔｌｃａ１Ｏ茄ｃｅ）は統計用のｒ標準地域」及ひ各省庁毎に

　　境界の多様な各種地域統計もこの新地域境界に調整することを決定し，６５年から年次地域統計

　　（ＡｂｓｔｒａｃｔｏｆＲｅｇ１ｏｎａ１Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｃｓ）の刊行を開始し，名称を変更しつ ・（→Ｒｅｇ１ｏｎａｌＳｔａｔ１ｓｔ１ｃｓ→

　　Ｒｅｇｉｏｎａ１Ｔｒｅｎｄｓ）今日に至 っている 。筆者には，この地域統計の整備も当初地域政策強化の政策姿

　　勢を反映していたものと思われる 。

１３８）Ｂｏａｒ
ｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ（１９６４）

，４〃ル舳ｏＺ　Ｒ砂ｏれ げＬ０６０Ｚ　Ｅ舳〃ｏツ倣〃んな１９６０碗９６８，ＨＭＳＯ
，

　　ＰＰ．３－４

１３９）ｄｏ（１９６５），５肋Ａ舳伽ＺＲ¢ｏ〃 げ工０６０Ｚ　Ｅ砂Ｚｏツ舳〃んな１９６０鋭９６３，ＨＭＳＯ，ｐ
．３

１４０）ｄｏ（１９６６），６〃Ａ舳伽ＺＲ４ｏ〃 げＬ０６０Ｚ　Ｅ舳クＺｏツ倣〃ルな１９６０例９６８，ＨＭＳＯ，ｐｐ
．１－ ２，

１４１）表Ｗ －１０ －１～６の政府支出推定額は支出承認額であり ，実際の年度内支出では承認と支払い，プ

　　ロジ ェクトの重複とその後の相殺や申請辞退（支出取消）にタイム ・ラグがあり ，実際の支出総額は

　　承認額に対してかなり大きな変動がある（５５～１５０％）。 因に，１９６３～６５年の実際支払総額は７２９３万ポ

　　 ント（支出承認額の６４％）であ った。（Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ＆Ｉｎｄｕｓｔｒｙ（１９７２） ，Ａ舳〃Ｒ砂ｏ〃 げ

　　ＬｏｃｏＺ厄砂Ｚｏツ肋〃んな１９７２，ｐ．２７．）ｃｆ
．，

ＭｃＣａ１１ｍ，ｏれ６払， ｐ． ３２（Ｔａｂ１ｅ１ ．５）

１４２）　 ｃｆ
．，

Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ（１９６４） ，４〃Ａ舳伽Ｚ　Ｒ功ｏれ げＬ０６０Ｚ亙刎〃ｏツ刎６〃Ａ６な１９６０喧１９６ａ　ｐ．１６；

　　ｄｏ（１９６５），５¢んＡ〃〃〃ｏＺ　Ｒ３戸ｏれ，Ｐ
．１６

１４３）ｃｆ
．，

ＭｃＣｒｏｎｅ
，ｏク６北， ｐｐ

．１４４ －５

１４４）　Ｂｏａｒ
ｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ（１９６４） ，４〃Ａ舳伽Ｚ　Ｒ¢ｏれ，ｐ

．１５；ｄｏ（１９６５） ，５〃Ａ舳舳Ｚ　Ｒ４ｏれ，ｐ．１５；ｄｏ

　　（１９６６） ，６后ん ノ４〃〃伽１ －Ｒ
６戸ｏ〃，ｐ

．１４

１４５）　ｄｏ（１９６３） ，３ｒゴＡ〃〃伽Ｚ　Ｒ功ｏれ，Ｐ
．１５；ｄｏ（１９６６），６〃Ａ〃〃伽Ｚ －Ｒ砂ｏれ，Ｐ．１５

１４６）Ｂ．Ｍｏｏｒｅ
，Ｊ．Ｒｈｏｄｅｓ ＆Ｐ．Ｔｙ１ｅｒ

，ｏか泓，Ｐ
．２８（Ｔａｂ１ｅｓ　Ａ．３．１＆Ａ．３．２）

１４７）年次報告では１９６３ ・６４両年度に関して，北東部の延床面積及び推定追加雇用者数を北部の内数とし

　　て表示している 。それによれば，延床面積では域内のそれぞれ８６ ．４％ ，９２ ．４％を占め，推定追加雇用

　　者数ではそれぞれ９０ ．８％ ，９３ ．４％を占めた。（Ｂｏａｒ
ｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ（１９６４） ，４〃ル舳ｏＺ　Ｒ砂ｏれ，ｐ．１６；ｄｏ

　　（１９６５），５ｚんＲ６クｏ〃，Ｐ．１６
．）

１４８）年次報告では１９６３ ・６４両年度に関してロンドン ・南東部の当該統計値が掲載されているが，それに

（１０７７）



１７６ 立命館経済学（第４３巻 ・第６号）

　　よると ，６３年度の製造業推定就業者の全国比率＝２１２％に対して，延床面積は１０６％，推定追加雇用

　　者数は８ ．４％であり ，６４年度は，それぞれ，２０ ．６％ ，９ ．１％，５ ．５％であり ，政策効果は顕著である 。

　　（Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ（１９６４），４〃Ａ舳伽Ｚ　Ｒ砂ｏ沽ｐ
．１６；ｄｏ（１９６５），５〃Ｒ４ｏれ，ｐ

．１６
．）

１４９）宮崎犀一他編『近代国際経済要覧』東大出版会，１９８１年，１３９ぺ 一ジ，を参照 。

１５０）　Ｂｏａｒ
ｄ　ｏｆ　Ｔｒａｄｅ（１９６６），６〃Ａ舳伽Ｚ　Ｒ砂ｏ沽ｐｐ．１１－ ２，

１５１）　Ｂｕｔｌｅｒ
，ｏ声６批， ｐｐ

．２３－５；Ｃｏｎ１ｅｙ
，ｏ声６机， ｐｐ

．１０ －１

（１０７８）




